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【１．日本語教育の推進にあたっての基本的な考え方について】【１．日本語教育の推進にあたっての基本的な考え方について】

・外国人登録者数の推移について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ページ・外国人登録者数の推移について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥１ページ

・在留資格（在留目的）別 外国人登録者数の推移について‥‥‥‥‥‥‥‥２ページ・在留資格（在留目的）別 外国人登録者数の推移について‥‥‥‥‥‥‥‥２ページ

・国籍（出身地）別 在留資格（在留目的）別 外国人登録者数について‥‥３ページ

・外国人に対する日本語教育の現状について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４ページ・外国人に対する日本語教育の現状について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４ページ

・将来推計人口について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ページ・将来推計人口について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５ページ

・日本語教育の推進に関する各種提言等について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥７ページ

・「外国人との共生社会」実現検討会議について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２６ページ・「外国人との共生社会」実現検討会議について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２６ページ

・日本語教育に関する法律等の規定について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９ページ・日本語教育に関する法律等の規定について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥２９ページ

・日本語教育の必要性等に関する調査結果について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３３ページ

・国・都道府県・市町村における役割分担について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６ページ・国・都道府県・市町村における役割分担について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３６ページ

・国内における日本語学習者の多様性について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８ページ・国内における日本語学習者の多様性について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥３８ページ

【２．日本語教育の推進にあたっての個別の課題について】【２．日本語教育の推進にあたっての個別の課題について】

・地域における日本語教育の推進体制の整備について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４１ページ

・日本語教育の内容及び方法について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３ページ・日本語教育の内容及び方法について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４３ページ

・日本語教育に携わる人材の育成について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４６ページ・日本語教育に携わる人材の育成について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４６ページ

・日本語教育に関する調査研究について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４９ページ・日本語教育に関する調査研究について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥４９ページ

・日本語教育を推進するにあたっての連携・協力体制の整備について‥‥‥５３ページ・日本語教育を推進するにあたっての連携・協力体制の整備について‥‥‥５３ページ

・国外における日本語教育の推進について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５６ページ・国外における日本語教育の推進について‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥５６ページ



P.1

○外国人登録者数は，約２０７万人。○外国人登録者数は，約２０７万人。
我が国総人口の１．６３パーセントを占める。

(人)(人)

国籍（出身地）別外国人登録者数の推移国籍（出身地）別外国人登録者数の推移

(各年末現在）

平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年国 籍

(2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011)（出身地）

1,851,758 1,915,030 1,973,747 2,011,555 2,084,919 2,152,973 2,217,426 2,186,121 2,134,151 2,078,480総 数 1,851,758 1,915,030 1,973,747 2,011,555 2,084,919 2,152,973 2,217,426 2,186,121 2,134,151 2,078,480

424,282 462,396 487,570 519,561 560,741 606,889 655,377 680,518 687,156 674,871

総 数

中 国

構成比 （％） 20.4 21.5 22.0 23.8 27.0 29.2 31.5 32.7 33.1 32.5

625,422 613,791 607,419 598,687 598,219 593,489 589,239 578,495 565,989 545,397韓国・朝鮮

構成比 （％） 30.0 28.5 27.4 27.4 28.8 28.6 28.3 27.8 27.2 26.2

268,332 274,700 286,557 302,080 312,979 316,967 312,582 267,456 230,552 210,032ブ ラ ジ ル

構成比 （％） 12.9 12.8 12.9 13.8 15.1 15.2 15.0 12.9 11.1 10.1

169,359 185,237 199,394 187,261 193,488 202,592 210,617 211,716 210,181 209,373フィリピン

構成比 （％） 8.1 8.6 9.0 8.6 9.3 9.7 10.1 10.2 10.1 10.1

51,772 53,649 55,750 57,728 58,721 59,696 59,723 57,464 54,636 52,842ペ ル ー 51,772 53,649 55,750 57,728 58,721 59,696 59,723 57,464 54,636 52,842

構成比 （％） 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 2.9 2.9 2.8 2.6 2.5

ペ ル ー

構成比 （％） 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 2.9 2.9 2.8 2.6 2.5

47,970 47,836 48,844 49,390 51,321 51,851 52,683 52,149 50,667 49,815米 国 47,970 47,836 48,844 49,390 51,321 51,851 52,683 52,149 50,667 49,815

構成比 （％） 2.3 2.2 2.2 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4

米 国

構成比 （％） 2.3 2.2 2.2 2.3 2.5 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4

264,621 277,421 288,213 296,848 309,450 321,489 337,205 338,323 334,970 336,150そ の 他 264,621 277,421 288,213 296,848 309,450 321,489 337,205 338,323 334,970 336,150

構成比 （％） 12.7 12.9 13.0 13.6 14.9 15.5 16.2 16.3 16.1 16.2

そ の 他

※出典：法務省調べ

構成比 （％） 12.7 12.9 13.0 13.6 14.9 15.5 16.2 16.3 16.1 16.2

（法務省調べ）※出典：法務省調べ（法務省調べ）
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在留資格（在留目的）別 外国人登録者数の推移について在留資格（在留目的）別 外国人登録者数の推移について

（各年末現在，法務省調べ）

平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年平成１９年 平成２０年 平成２１年 平成２２年 平成２３年

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
対前年末
増減率

構成比 構成比 構成比 構成比 構成比
増減率

総数 2,152,973 100.0% 2,217,426 100.0% 2,186,121 100.0% 2,134,151 100.0% 2,078,508 100.0% -2.6%総数 2,152,973 100.0% 2,217,426 100.0% 2,186,121 100.0% 2,134,151 100.0% 2,078,508 100.0% -2.6%

永住者 869,986 40.4% 912,361 41.1% 943,037 43.1% 964,195 45.2% 987,525 47.5% 2.4%

永住者 439,757 20.4% 492,056 22.2% 533,472 24.4% 565,089 26.5% 598,440 28.8% 5.9%永住者 439,757 20.4% 492,056 22.2% 533,472 24.4% 565,089 26.5% 598,440 28.8% 5.9%

特別永住者 430,229 20.0% 420,305 19.0% 409,565 18.7% 399,106 18.7% 389,085 18.7% -2.5%特別永住者 430,229 20.0% 420,305 19.0% 409,565 18.7% 399,106 18.7% 389,085 18.7% -2.5%

非永住者 1,282,987 59.6% 1,305,065 58.9% 1,243,084 56.9% 1,169,956 54.8% 1,090,983 52.5% -6.8%

留学 ※1 170,590 39.7% 179,827 8.1% 192,668 8.8% 201,511 9.4% 188,605 9.1% -6.4%留学 ※1 170,590 39.7% 179,827 8.1% 192,668 8.8% 201,511 9.4% 188,605 9.1% -6.4%

日本人の配偶者等 256,980 11.9% 245,497 11.1% 221,923 10.2% 196,248 9.2% 181,617 8.7% -7.5%日本人の配偶者等 256,980 11.9% 245,497 11.1% 221,923 10.2% 196,248 9.2% 181,617 8.7% -7.5%

定住者 268,604 12.5% 258,498 11.7% 221,771 10.1% 194,602 9.1% 177,983 8.6% -8.5%

技能実習 ※2 100,008 4.7% 141,994 6.8% 42.0%

家族滞在 98,167 4.6% 107,641 4.9% 115,081 5.3% 118,865 5.6% 119,359 5.7% 0.4%家族滞在 98,167 4.6% 107,641 4.9% 115,081 5.3% 118,865 5.6% 119,359 5.7% 0.4%

61,763 2.9% 67,291 3.0% 69,395 3.2% 68,467 3.2% 67,854 3.3% -0.9%人文知識・国際業務 61,763 2.9% 67,291 3.0% 69,395 3.2% 68,467 3.2% 67,854 3.3% -0.9%

技術 ※3 44,684 2.1% 52,273 2.4% 50,493 2.3% 46,592 2.2% 42,634 2.1% -8.5%

技能 ※4 21,261 1.0% 25,863 1.2% 29,030 1.3% 30,142 1.4% 31,751 1.5% 5.3%技能 ※4 21,261 1.0% 25,863 1.2% 29,030 1.3% 30,142 1.4% 31,751 1.5% 5.3%

短期滞在 49,787 11.3% 40,407 8.2% 33,378 6.3% 29,093 5.1% 23,978 2.1% -8.5%短期滞在 49,787 11.3% 40,407 8.2% 33,378 6.3% 29,093 5.1% 23,978 2.1% -8.5%

特定活動 104,488 23.8% 121,863 24.8% 130,636 24.5% 72,374 12.8% 22,751 1.5% 5.3%

永住者の配偶者等 15,365 0.7% 17,839 0.8% 19,570 0.9% 20,251 0.9% 21,647 1.0% 6.9%15,365 0.7% 17,839 0.8% 19,570 0.9% 20,251 0.9% 21,647 1.0% 6.9%

企業内転勤 16,111 0.7% 17,798 0.8% 16,786 0.8% 16,140 0.8% 14,636 0.7% -9.3%企業内転勤 16,111 0.7% 17,798 0.8% 16,786 0.8% 16,140 0.8% 14,636 0.7% -9.3%

投資・経営 7,916 0.4% 8,895 0.4% 9,840 0.5% 10,908 0.5% 11,778 0.6% 8.0%

教育 9,832 0.5% 10,070 0.5% 10,129 0.5% 10,012 0.5% 10,106 0.5% 0.9%

研修 88,086 4.1% 86,826 3.9% 65,209 3.0% 9,343 0.4% 3,388 0.2% -63.7%研修 88,086 4.1% 86,826 3.9% 65,209 3.0% 9,343 0.4% 3,388 0.2% -63.7%

その他 69,353 3.2% 64,477 2.9% 57,175 2.6% 45,400 2.1% 30,902 3.7% -47.1%

※1…「留学」は平成22年末までは，在留資格「留学」と在留資格「就学」の合算数。※1…「留学」は平成22年末までは，在留資格「留学」と在留資格「就学」の合算数。
※2…「技能実習」は「技能実習１号イ」，「技能実習１号ロ」，「技能実習２号イ」，「技能実習２号ロ」の合算。「技能実習２号ロ」

「技能実習２号イ」法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の習得及び当該団体の策「技能実習２号イ」法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の習得及び当該団体の策
定した計画に基づき，当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等
の修得をする活動。「１号」は「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」，「２号」は「技能実習１号のの修得をする活動。「１号」は「講習による知識修得活動」及び「雇用契約に基づく技能等修得活動」，「２号」は「技能実習１号の
活動に従事し，技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため，雇用契約に基づき修得した技能等を要する業務に従事する活動」を
行う。行う。

※3…「技術」本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学，工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する
活動。活動。

※4…「技能」本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する活動。
※5…水色は上記の間（平成19年～平成23年），一貫して外国人登録者数が増えている在留資格を示す。※5…水色は上記の間（平成19年～平成23年），一貫して外国人登録者数が増えている在留資格を示す。
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国籍（出身地）別 在留資格（在留目的）別 外国人登録者数について国籍（出身地）別 在留資格（在留目的）別 外国人登録者数について

※水色は各国籍・出身において外国人登録者数が多い在留資格上位３位までを示す。※水色は各国籍・出身において外国人登録者数が多い在留資格上位３位までを示す。
（平成23年末現在，法務省調べ。なお，「（各国籍・出身に占める割合）」については文化庁で加筆。）

総数 中国 韓国・朝鮮 ブラジル フィリピン ペルー 米国 ベトナム タイ インドネシア インド その他

総 数 2,078,508 674,879 545,401 210,032 209,376 52,843 49,815 44,690 42,750 24,660 21,501 202,561

永 住 者 598,440 184,216 60,262 119,748 99,604 33,307 13,690 10,361 16,055 4,337 3,697 53,163永 住 者 598,440 184,216 60,262 119,748 99,604 33,307 13,690 10,361 16,055 4,337 3,697 53,163

（各国籍・出身に占める割合） 28.8% 27.3% 11.0% 57.0% 47.6% 63.0% 27.5% 23.2% 37.6% 17.6% 17.2% 26.2%（各国籍・出身に占める割合） 28.8% 27.3% 11.0% 57.0% 47.6% 63.0% 27.5% 23.2% 37.6% 17.6% 17.2% 26.2%

特 別 永 住 者 389,085 2,597 385,232 21 44 4 616 - 10 8 4 549特 別 永 住 者 389,085 2,597 385,232 21 44 4 616 - 10 8 4 549

（各国籍・出身に占める割合） 18.7% 0.4% 70.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%18.7% 0.4% 70.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%

留 学 188,605 127,435 21,678 322 677 91 2,527 5,767 3,315 2,791 685 23,317留 学 188,605 127,435 21,678 322 677 91 2,527 5,767 3,315 2,791 685 23,317

（各国籍・出身に占める割合） 9.1% 18.9% 4.0% 0.2% 0.3% 0.2% 5.1% 12.9% 7.8% 11.3% 3.2% 11.5%

日本人の配偶者等 181,617 51,184 18,780 23,921 38,249 2,947 8,679 1,778 8,549 2,473 400 24,657

（各国籍・出身に占める割合） 8.7% 7.6% 3.4% 11.4% 18.3% 5.6% 17.4% 4.0% 20.0% 10.0% 1.9% 12.2%

定 住 者 177,983 30,498 8,288 62,077 39,331 13,496 1,420 5,726 3,875 1,756 400 11,116

（各国籍・出身に占める割合） 8.6% 4.5% 1.5% 29.6% 18.8% 25.5% 2.9% 12.8% 9.1% 7.1% 1.9% 5.5%

技 能 実 習 141,994 107,601 22 - 8,233 26 3 13,524 2,983 8,016 17 1,569

（各国籍・出身に占める割合） 6.8% 15.9% 0.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% 30.3% 7.0% 32.5% 0.1% 0.8%

家 族 滞 在 119,359 61,481 16,750 358 2,226 34 4,586 1,859 623 1,952 5,352 24,138

（各国籍・出身に占める割合） 5.7% 9.1% 3.1% 0.2% 1.1% 0.1% 9.2% 4.2% 1.5% 7.9% 24.9% 11.9%

人文知識・国際業務 67,854 34,446 9,166 73 920 12 6,091 639 459 297 741 15,010

（各国籍・出身に占める割合） 3.3% 5.1% 1.7% 0.0% 0.4% 0.0% 12.2% 1.4% 1.1% 1.2% 3.4% 7.4%

技 術 42,634 22,486 5,828 46 1,923 12 764 2,382 254 542 3,175 5,222

2.1% 3.3% 1.1% 0.0% 0.9% 0.0% 1.5% 5.3% 0.6% 2.2% 14.8% 2.6%（各国籍・出身に占める割合） 2.1% 3.3% 1.1% 0.0% 0.9% 0.0% 1.5% 5.3% 0.6% 2.2% 14.8% 2.6%

技 能 31,751 17,657 1,421 52 302 23 111 168 1,003 185 3,586 7,243技 能 31,751 17,657 1,421 52 302 23 111 168 1,003 185 3,586 7,243

（各国籍・出身に占める割合） 1.5% 2.6% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.4% 2.3% 0.8% 16.7% 3.6%（各国籍・出身に占める割合） 1.5% 2.6% 0.3% 0.0% 0.1% 0.0% 0.2% 0.4% 2.3% 0.8% 16.7% 3.6%

短 期 滞 在 23,978 5,179 2,307 320 4,290 1,107 596 156 842 290 481 8,410短 期 滞 在 23,978 5,179 2,307 320 4,290 1,107 596 156 842 290 481 8,410

（各国籍・出身に占める割合） 1.2% 0.8% 0.4% 0.2% 2.0% 2.1% 1.2% 0.3% 2.0% 1.2% 2.2% 4.2%（各国籍・出身に占める割合） 1.2% 0.8% 0.4% 0.2% 2.0% 2.1% 1.2% 0.3% 2.0% 1.2% 2.2% 4.2%

特 定 活 動 22,751 5,374 4,444 114 2,372 150 118 378 2,287 986 251 6,277特 定 活 動 22,751 5,374 4,444 114 2,372 150 118 378 2,287 986 251 6,277

（各国籍・出身に占める割合） 1.1% 0.8% 0.8% 0.1% 1.1% 0.3% 0.2% 0.8% 5.3% 4.0% 1.2% 3.1%（各国籍・出身に占める割合） 1.1% 0.8% 0.8% 0.1% 1.1% 0.3% 0.2% 0.8% 5.3% 4.0% 1.2% 3.1%

永住者の配偶者等 21,647 8,078 2,523 2,043 3,347 1,313 203 848 521 155 210 2,406永住者の配偶者等 21,647 8,078 2,523 2,043 3,347 1,313 203 848 521 155 210 2,406

（各国籍・出身に占める割合） 1.0% 1.2% 0.5% 1.0% 1.6% 2.5% 0.4% 1.9% 1.2% 0.6% 1.0% 1.2%1.0% 1.2% 0.5% 1.0% 1.6% 2.5% 0.4% 1.9% 1.2% 0.6% 1.0% 1.2%

企 業 内 転 勤 14,646 5,518 1,873 70 947 3 1,072 343 440 211 1,426 2,733企 業 内 転 勤 14,646 5,518 1,873 70 947 3 1,072 343 440 211 1,426 2,733

（各国籍・出身に占める割合） 8.1% 10.8% 10.0% 0.3% 2.5% 0.1% 12.4% 19.3% 5.1% 8.5% 356.5% 11.1%

投 資 ・ 経 営 11,778 3,974 2,872 28 41 4 844 22 93 19 320 3,561

（各国籍・出身に占める割合） 6.5% 7.8% 15.3% 0.1% 0.1% 0.1% 9.7% 1.2% 1.1% 0.8% 80.0% 14.4%

教 育 10,106 103 97 10 207 8 5,203 1 2 5 32 4,438

（各国籍・出身に占める割合） 5.6% 0.2% 0.5% 0.0% 0.5% 0.3% 59.9% 0.1% 0.0% 0.2% 8.0% 18.0%

研 修 3,388 1,275 49 78 308 14 12 258 431 260 127 576

（各国籍・出身に占める割合） 1.9% 2.5% 0.3% 0.3% 0.8% 0.5% 0.1% 14.5% 5.0% 10.5% 31.8% 2.3%

そ の 他 70,810 16,647 8,700 937 7,858 321 10,411 1,104 1,974 872 2,502 19,484

（各国籍・出身に占める割合） 3.4% 2.5% 1.6% 0.4% 3.8% 0.6% 20.9% 2.5% 4.6% 3.5% 11.6% 9.6%
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国内の推移 （出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」）（出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」）

国外の推移国外の推移
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全国将来推計人口
※国立社会保障・人口問題研究所ホームページより抜粋

全国将来推計人口
※国立社会保障・人口問題研究所ホームページより抜粋
http://www.ipss.go.jp/pr-ad/j/jap/04.html（平成24年9月24日アクセス）

市区町村別将来推計人口市区町村別将来推計人口 ※国立社会保障・人口問題研究所ホームページより抜粋
http://www.ipss.go.jp/pr-ad/j/jap/04.html（平成24年9月24日アクセス）http://www.ipss.go.jp/pr-ad/j/jap/04.html（平成24年9月24日アクセス）
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外国人の国際人口移動外国人の国際人口移動

日本の将来推計人口日本の将来推計人口
Ⅲ 推計の方法と仮定Ⅲ 推計の方法と仮定

５．国際人口移動率（数）の仮定５．国際人口移動率（数）の仮定

（２）国際人口移動の仮定設定（２）国際人口移動の仮定設定

２）外国人の国際人口移動２）外国人の国際人口移動
外国人の国際人口移動の実績をみると，不規則な上下動を繰り返しつつも，概ね入国超過外国人の国際人口移動の実績をみると，不規則な上下動を繰り返しつつも，概ね入国超過

数が増加する傾向が続いてきた。ただし，直近の年次においてはリーマンショックや東日本数が増加する傾向が続いてきた。ただし，直近の年次においてはリーマンショックや東日本
大震災に起因する大規模な出国超過が生じるなど，外国人の出入国傾向は短期間に大きな変
動を示している。

そこで，外国人の国際人口移動が顕在化した昭和45(1970)年から平成22(2010)年までの外そこで，外国人の国際人口移動が顕在化した昭和45(1970)年から平成22(2010)年までの外
国人入国超過数(男女合計)の実績値のうち，社会経済事象・災害等の影響により一時的に大国人入国超過数(男女合計)の実績値のうち，社会経済事象・災害等の影響により一時的に大
きく変動したとみなされる年次のデータを除いたうえで，趨勢を将来に投影することによっきく変動したとみなされる年次のデータを除いたうえで，趨勢を将来に投影することによっ
て平成42(2030)年までの長期的な仮定を設定した（注１）。

ただし，直近においては，世界同時不況(リーマンショック)ならびに東日本大震災(2011
年３月以降) の影響による月別変動を参考に，短期的に出国超過の効果を平成24(2012)年ま年３月以降) の影響による月別変動を参考に，短期的に出国超過の効果を平成24(2012)年ま
で見込んだうえで，平成25(2013)年以降は再び長期的趨勢に復帰するものとした。で見込んだうえで，平成25(2013)年以降は再び長期的趨勢に復帰するものとした。

（注１） 除外した年次は，1971年，1993～96年，1999～2000年，2004年，2007年，2009～10年である。

※国立社会保障・人口問題研究所ホームページより抜粋※国立社会保障・人口問題研究所ホームページより抜粋
http://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/newest04/hcon5.html （平成24年9月24日アクセス）
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日付 提言等名日付 提言等名

多文化共生の推進に関する研究会報告書～地域における多文化
（１） 平成18年3月

多文化共生の推進に関する研究会報告書～地域における多文化
共生の推進に向けて～（１） 平成18年3月 共生の推進に向けて～

（総務省）（総務省）

（２） 平成18年3月27日
地域における多文化共生推進プラン

（総務省）
（２） 平成18年3月27日

（総務省）

「生活者としての外国人」に関する総合的対応策
（３） 平成18年12月25日

「生活者としての外国人」に関する総合的対応策

（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）（外国人労働者問題関係省庁連絡会議）

（４） 平成19年3月
多文化共生の推進に関する研究会報告書２００７

（４） 平成19年3月
多文化共生の推進に関する研究会報告書２００７

（総務省）

国語分科会日本語教育小委員会における審議について―今後検
（５） 平成20年1月28日

国語分科会日本語教育小委員会における審議について―今後検
討すべき日本語教育の課題―（５） 平成20年1月28日 討すべき日本語教育の課題―
（文化審議会国語分科会）（文化審議会国語分科会）

「留学生３０万人計画」骨子
（６） 平成20年7月29日

「留学生３０万人計画」骨子

（文部科学省，外務省，法務省，厚生労働省，（６） 平成20年7月29日 （文部科学省，外務省，法務省，厚生労働省，
経済産業省，国土交通省）経済産業省，国土交通省）

（７） 平成22年1月
今後の出入国管理行政の在り方

（７） 平成22年1月
今後の出入国管理行政の在り方

（第５次出入国管理政策懇談会）

（８） 平成22年3月
第４次出入国管理基本計画

（８） 平成22年3月
（法務省）

（９） 平成22年8月31日
日系定住外国人施策に関する基本指針

（９） 平成22年8月31日
（日系定住外国人施策推進会議）

（１０） 平成23年3月31日
日系定住外国人施策に関する行動計画

（１０） 平成23年3月31日
（日系定住外国人施策推進会議）

国語分科会で今後取り組むべき課題について（問題点整理小委
（１１） 平成24年1月31日

国語分科会で今後取り組むべき課題について（問題点整理小委
員会における「意見のまとめ」）（１１） 平成24年1月31日 員会における「意見のまとめ」）

（文化審議会国語分科会）（文化審議会国語分科会）

（１２） 平成24年8月27日
外国人との共生社会の実現に向けて（中間的整理）

（１２） 平成24年8月27日
外国人との共生社会の実現に向けて（中間的整理）

（「外国人との共生社会」実現検討会議）
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日本語教育の推進に関する各種提言等について（１）日本語教育の推進に関する各種提言等について（１）

多文化共生の推進に関する研究会報告書～地域における多文化共生の推進に向けて～
【平成18年3月 総務省】

第１章総論第１章総論
４．外国人住民を取り巻く課題４．外国人住民を取り巻く課題

日本政府が１９８０年前後に「国際人権規約」を批准し，「難民の地位に関する条約」に加入したことによ
って，社会保障の分野を中心とする内外人平等が一定程度実現したものの，生活者としての外国人住民は，今って，社会保障の分野を中心とする内外人平等が一定程度実現したものの，生活者としての外国人住民は，今
日なお数多くの困難を抱えている。日なお数多くの困難を抱えている。

外国人住民を取り巻く課題としては，まず言語の問題がある。特にニューカマーの中には日本語を理解でき外国人住民を取り巻く課題としては，まず言語の問題がある。特にニューカマーの中には日本語を理解でき
ない人もおり，日本語によるコミュニケーションが困難なことによる様々な問題が生じている。文化や習慣等
のちがいによる生活上の困難も大きい。さらに，日本の行政の仕組みや地域にかかわる情報や知識が不足してのちがいによる生活上の困難も大きい。さらに，日本の行政の仕組みや地域にかかわる情報や知識が不足して
いるために，日本人住民と同等の立場で行政サービスを受けることが困難なことも多い。いるために，日本人住民と同等の立場で行政サービスを受けることが困難なことも多い。

次に，外国人住民は定住化の傾向を示しているが，定住生活の上で必要となる基本的な条件が十分に日本の
社会システムの中に整っていないことが問題としてあげられる。例えば，外国人住民の中には健康保険に未加
入の者も多く，医療の問題が深刻である。また，在住外国人の増加によって外国人の子どもも増えており，教入の者も多く，医療の問題が深刻である。また，在住外国人の増加によって外国人の子どもも増えており，教
育現場では様々な課題が生じている。育現場では様々な課題が生じている。

その他にも，地域社会での交流機会が不足し孤立するという問題がある。また，地域社会において日本人住
民と外国人住民との間に軋轢が生じることも少なくない。住居や仕事を探す外国人住民に対する差別の問題，
在日韓国・朝鮮人における高齢者福祉や介護等社会保障の問題，外国にルーツを有する子どもたちのアイデン在日韓国・朝鮮人における高齢者福祉や介護等社会保障の問題，外国にルーツを有する子どもたちのアイデン
ティティの問題や外国人住民の社会参画の問題も指摘されている。ティティの問題や外国人住民の社会参画の問題も指摘されている。

以上のように，外国人住民の増加と定住化の進展に伴い，行政が直面するニーズは多様化・複雑化しており，
これまでの施策では十分とはいえない現状にある。これまでの施策では十分とはいえない現状にある。

５．地域における多文化共生推進の必要性
外国人の定住化が進む現在，外国人を観光客や一時的滞在者としてのみならず，生活者・地域住民として認外国人の定住化が進む現在，外国人を観光客や一時的滞在者としてのみならず，生活者・地域住民として認

識する視点が日本社会には求められており，外国人住民への支援を総合的に行うと同時に，地域社会の構成員識する視点が日本社会には求められており，外国人住民への支援を総合的に行うと同時に，地域社会の構成員
として社会参画を促す仕組みを構築することが重要である。すなわち，従来の外国人支援の視点を超えて，新
しい地域社会のあり方として，国籍や民族のちがいを超えた「多文化共生の地域づくり」を進める必要性が増
しているのである。しているのである。

前述のように，今後，日本の総人口は急速に減少していくことが予想される。グローバル化の進展により，前述のように，今後，日本の総人口は急速に減少していくことが予想される。グローバル化の進展により，
人の国際移動がますます活発になる中で，社会の活力を維持するためには，外国人を含めた全ての人が能力を
最大限に発揮できるような社会づくりが不可欠であり，地域において多文化共生を推進する必要性はより一層最大限に発揮できるような社会づくりが不可欠であり，地域において多文化共生を推進する必要性はより一層
高まることとなろう。高まることとなろう。

そこで，本研究会においては，地域における多文化共生を「国籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的そこで，本研究会においては，地域における多文化共生を「国籍や民族などの異なる人々が，互いの文化的
ちがいを認め合い，対等な関係を築こうとしながら，地域社会の構成員として共に生きていくこと」と定義し，
その推進について検討を行った。その推進について検討を行った。

なお，この定義からもわかるとおり，多文化共生を推進していくためには，日本人住民も外国人住民も共になお，この定義からもわかるとおり，多文化共生を推進していくためには，日本人住民も外国人住民も共に
地域社会を支える主体であるという認識をもつことが大切である。地域社会を支える主体であるという認識をもつことが大切である。

６．地方自治体が多文化共生施策を推進する意義６．地方自治体が多文化共生施策を推進する意義
外国人の出入国に関する行政は国の所管であり，外国人をどのような形態で日本社会に受け入れるかについ

ての基本的なスタンスの決定は，国が第一義的な責務を有している。
しかし，いったん入国した外国人の地域社会への受入れ主体として，行政サービスを提供する役割を担うのしかし，いったん入国した外国人の地域社会への受入れ主体として，行政サービスを提供する役割を担うの

は主として地方自治体であり，多文化共生施策の担い手として果たす役割は大きい。は主として地方自治体であり，多文化共生施策の担い手として果たす役割は大きい。
地方自治体が多文化共生施策を推進することは，「国際人権規約」，「人種差別撤廃条約」等における外国

人の人権尊重の趣旨に合致する。人の人権尊重の趣旨に合致する。
また，世界に開かれた地域社会づくりを推進することによって，地域社会の活性化がもたらされ，地域産業また，世界に開かれた地域社会づくりを推進することによって，地域社会の活性化がもたらされ，地域産業

・経済の振興につながる。・経済の振興につながる。
さらに，多文化共生のまちづくりを進めることで，地域住民の異文化理解力の向上や異文化コミュニケーシ

ョン力に秀でた若い世代の育成を図ることも可能となる上に，多様な文化的背景をもつ住民が共生する地域社ョン力に秀でた若い世代の育成を図ることも可能となる上に，多様な文化的背景をもつ住民が共生する地域社
会の形成は，ユニバーサルデザインの視点からのまちづくりを推進することにもなろう。会の形成は，ユニバーサルデザインの視点からのまちづくりを推進することにもなろう。
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日本語教育の推進に関する各種提言等について（２）日本語教育の推進に関する各種提言等について（２）

地域における多文化共生推進プラン 【平成18年3月27日 総務省】地域における多文化共生推進プラン 【平成18年3月27日 総務省】

２．地域における多文化共生施策の基本的な考え方２．地域における多文化共生施策の基本的な考え方

地域における多文化共生施策の基本的考え方には次のようなものがあるが，指針等においては，地域における多文化共生施策の基本的考え方には次のようなものがあるが，指針等においては，

地域の特性，住民の理解，外国人住民の実情・ニーズ等を踏まえ，地域に必要な多文化共生施策の地域の特性，住民の理解，外国人住民の実情・ニーズ等を踏まえ，地域に必要な多文化共生施策の

基本的な考え方を明確に示すこと。基本的な考え方を明確に示すこと。

その際には，特に日本語によるコミュニケーション能力を十分に有しない外国人住民に配慮するその際には，特に日本語によるコミュニケーション能力を十分に有しない外国人住民に配慮する

こと。こと。

（１）コミュニケーション支援（１）コミュニケーション支援

特にニューカマーの中には日本語を理解できない人もおり，日本語によるコミュニケーション

が困難なことによる様々な問題が生じているため，外国人住民へのコミュニケーションの支援を

行うこと。

３．地域における多文化共生の推進に係る具体的な施策

地域における多文化共生の推進に係る具体的な施策には次のようなものがあるが，指針等におい

ては，具体的な施策について，推進体制の整備を含め，記述すること。

（１）コミュニケーション支援

②日本語及び日本社会に関する学習支援

イ．日本語及び日本社会に関する学習機会の提供

オリエンテーションの実施後も，外国人住民が継続的に日本語及び日本社会を学習するため

の機会の提供を行うこと。の機会の提供を行うこと。
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日本語教育の推進に関する各種提言等について（３）日本語教育の推進に関する各種提言等について（３）

「生活者としての外国人」に関する総合的対応策「生活者としての外国人」に関する総合的対応策

【平成18年12月25日 外国人労働者問題関係省庁連絡会議】【平成18年12月25日 外国人労働者問題関係省庁連絡会議】

１．外国人が暮らしやすい地域社会づくり

外国人は，言葉や，文化・習慣の違い等から，地域社会になじめなかったり，軋轢・衝突が生

じている場合も少なくない。そのため，住宅への入居が制限される例も見られる。また，行政・

生活情報の提供は日本語によるものが主であることから，必要な公共サービスを受けられないと

いった問題があるほか，災害発生時における特別な支援の必要性も高まりつつある。

このため，日本語教育の充実，外国語による情報・サービスの提供，住宅への入居支援等を推

進する。あわせて地方自治体における多文化共生のための取組を推進すること等により，外国人

が暮らしやすい地域社会づくりを推進する。が暮らしやすい地域社会づくりを推進する。

【対策】【対策】

（１）日本語教育の充実（１）日本語教育の充実

地域の日本語教育の充実を図るため，平成１８年度より人材育成，日本語教室の設置運営，教地域の日本語教育の充実を図るため，平成１８年度より人材育成，日本語教室の設置運営，教

材作成，連携推進活動に関するボランティア団体等による先進的・モデル的な取組を推進してい材作成，連携推進活動に関するボランティア団体等による先進的・モデル的な取組を推進してい

る。この成果を，好事例として普及し，また，施策への反映等を図る。る。この成果を，好事例として普及し，また，施策への反映等を図る。

日系人を活用した日本語教室の設置，退職教員や日本語能力を有する外国人を対象とした日本日系人を活用した日本語教室の設置，退職教員や日本語能力を有する外国人を対象とした日本

語指導者の養成，外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発等を推進する。（外国人の生活語指導者の養成，外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発等を推進する。（外国人の生活

環境適応加速プログラム）環境適応加速プログラム）
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２．コミュニケーション支援のあり方２．コミュニケーション支援のあり方
（１）地域における情報の多言語化推進の具体策（１）地域における情報の多言語化推進の具体策
①現状①現状

各種行政情報の多言語化のニーズを受けて，外国人住民が多い地域では，多言語による生活ガイドブッ
クを作成し，外国人登録時に配布している市町村が多い。しかし，ガイドブック等を手渡しするのみで，
職員の語学力の制約等により，健康保険や児童生徒の就学手続等の諸手続についての案内が不十分な市町職員の語学力の制約等により，健康保険や児童生徒の就学手続等の諸手続についての案内が不十分な市町
村もある。村もある。

②今後必要な取組②今後必要な取組
昨年度の報告書では，地域における情報の多言語化に関して，今後必要な取組として，以下の５つを指昨年度の報告書では，地域における情報の多言語化に関して，今後必要な取組として，以下の５つを指

摘している。摘している。

Ａ．多様な言語，多様なメディアによる行政・生活情報の提供
地域における情報の多言語化として，まず必要となるのが，多様な言語・多様なメディアによる行政・

生活情報の提供である。いくら熱心に外国人住民施策に取り組んでも，外国人住民へ的確に情報が伝わら生活情報の提供である。いくら熱心に外国人住民施策に取り組んでも，外国人住民へ的確に情報が伝わら
ないと意味がないことから，住民に提供される行政サービスや履行しなければならない義務の内容，地域ないと意味がないことから，住民に提供される行政サービスや履行しなければならない義務の内容，地域
社会で生活する上で必要となるルールや慣習，地域が主催するイベント等については，多様な言語・多様
なメディアによる情報提供を行う。

多様な言語による情報提供に当たっては，各地方自治体の外国人住民の構成を勘案し，適切な言語によ多様な言語による情報提供に当たっては，各地方自治体の外国人住民の構成を勘案し，適切な言語によ
る対応を行う必要がある。また，ふりがなをふる，理解しやすい表現に置き換える等，日本語での表記にる対応を行う必要がある。また，ふりがなをふる，理解しやすい表現に置き換える等，日本語での表記に
ついても多様な住民の存在に配慮した工夫が求められる。

また，多様な言語による情報の提供に関しては，効果的な流通ルートを確保することが重要である。地また，多様な言語による情報の提供に関しては，効果的な流通ルートを確保することが重要である。地
方自治体の窓口のみならず，図書館や公民館のようなコミュニティ施設や，日本語教室等を通じた情報の方自治体の窓口のみならず，図書館や公民館のようなコミュニティ施設や，日本語教室等を通じた情報の
提供が効果的である。提供が効果的である。

多様なメディアによる情報提供に当たっては，広報紙を始めとして，コミュニティＦＭやエスニック・
メディアの活用，インターネットや携帯電話の活用も有効である。メディアの活用，インターネットや携帯電話の活用も有効である。

Ｂ．外国人住民の生活相談のための窓口の設置，専門家の養成Ｂ．外国人住民の生活相談のための窓口の設置，専門家の養成
Ｃ．ＮＰＯ等との連携による多言語情報の提供Ｃ．ＮＰＯ等との連携による多言語情報の提供
Ｄ．地域の外国人住民の相談員等としての活用
Ｅ．ＪＥＴプログラムの国際交流員（ＣＩＲ）の活用等

以上に加えて，次のような取組も重要である。以上に加えて，次のような取組も重要である。

Ｆ．行政情報の多言語化の計画的な取組
Ｇ．通訳・翻訳サービスの充実

需要が大きい言語から取り組み，少数言語の対応は，地域国際化協会等やＮＰＯと連携して行う。日本需要が大きい言語から取り組み，少数言語の対応は，地域国際化協会等やＮＰＯと連携して行う。日本
語によるコミュニケーションが困難な外国人住民にとって，生活に必要な情報を取得し，また，必要な事語によるコミュニケーションが困難な外国人住民にとって，生活に必要な情報を取得し，また，必要な事
項を地方自治体，地域の関係機関等に的確に伝えるためには，異なる言語間のコミュニケーションを容易項を地方自治体，地域の関係機関等に的確に伝えるためには，異なる言語間のコミュニケーションを容易
にする通訳・翻訳サービスが必要不可欠であり，その量的質的充実を図る。特に，医療，教育，福祉，雇
用等のような専門性の高い分野においては，専門用語や制度・システムの知識，通訳スキル等が必要であ用等のような専門性の高い分野においては，専門用語や制度・システムの知識，通訳スキル等が必要であ
ることから，適正な通訳・翻訳人材育成プログラムと，それに基づいた通訳・翻訳サービスの充実が望まることから，適正な通訳・翻訳人材育成プログラムと，それに基づいた通訳・翻訳サービスの充実が望ま
れる。

Ｈ．外国人住民によるサポートの推進

Ｉ．企業等を含めた地域社会全体による多言語化の推進Ｉ．企業等を含めた地域社会全体による多言語化の推進
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２．コミュニケーション支援のあり方

（２）日本語及び日本社会に関する学習支援の具体策（２）日本語及び日本社会に関する学習支援の具体策

①現状①現状
現在，外国人住民にとっての日本語学習の機会は，高額の学費を払って通う日本語学校か，ボランテ現在，外国人住民にとっての日本語学習の機会は，高額の学費を払って通う日本語学校か，ボランテ

ィアが運営する週１，２回程度の日本語教室ぐらいしか選択肢が用意されていない地域が多い。地域国

際化協会等や地方自治体の生涯学習担当課等が日本語教室を主催している例はあるが，学習者のニーズ

に即した日本語学習の機会は質・量ともに不足しているといえよう。に即した日本語学習の機会は質・量ともに不足しているといえよう。

②今後必要な取組②今後必要な取組
昨年度の当研究会報告書では，地方自治体において検討すべき取組として以下の２つを指摘した。昨年度の当研究会報告書では，地方自治体において検討すべき取組として以下の２つを指摘した。

Ａ．地域生活開始時におけるオリエンテーションの実施Ａ．地域生活開始時におけるオリエンテーションの実施
外国人登録時等の機会を利用し，外国人が地域住民としての生活を開始してからできるだけ早い時期

にオリエンテーションを実施し，行政情報や日本社会の習慣等について学習する機会を提供する。にオリエンテーションを実施し，行政情報や日本社会の習慣等について学習する機会を提供する。

Ｂ．日本語および日本社会に関する学習機会の提供Ｂ．日本語および日本社会に関する学習機会の提供
上記オリエンテーションの実施後も，外国人住民が継続的に日本語および日本社会を学習するための上記オリエンテーションの実施後も，外国人住民が継続的に日本語および日本社会を学習するための

機会の提供を行う。

また，国において検討すべき取組として，以下の３つを指摘した。また，国において検討すべき取組として，以下の３つを指摘した。

Ｃ．日本語および日本社会に関する学習の支援
近年急増しているニューカマーは，滞在が結果として長期にわたることも少なくない。諸外国の中に

は，外国人の受入れに当たり，国レベルで語学，文化・歴史等のオリエンテーションを行っている国もは，外国人の受入れに当たり，国レベルで語学，文化・歴史等のオリエンテーションを行っている国も

ある。例えばドイツでは，2004年に移住者法が制定され，外国人のためのドイツ語講座を国の財政的なある。例えばドイツでは，2004年に移住者法が制定され，外国人のためのドイツ語講座を国の財政的な

負担により実施している。日本においても，地方自治体の取組に任せるだけではなく，出入国政策と連負担により実施している。日本においても，地方自治体の取組に任せるだけではなく，出入国政策と連

動した形での入国時および入国後の日本語および日本社会に関する学習支援施策のあり方を，国の責任

において検討すべきである。において検討すべきである。

Ｄ．国の関係機関等のノウハウの活用Ｄ．国の関係機関等のノウハウの活用
中国帰国者やインドシナ難民については，来日後，中国帰国者定着促進センター等の国の機関で日本中国帰国者やインドシナ難民については，来日後，中国帰国者定着促進センター等の国の機関で日本

語教育や社会適応のための生活指導等を受けるプログラムが実施されてきた。こうしたセンター等に語教育や社会適応のための生活指導等を受けるプログラムが実施されてきた。こうしたセンター等に

は，日本に定住することになる日本語を母語としない人々に対する日本語教育のノウハウが蓄積されて

いることから，ニューカマーに対する日本語教育にも，今後これらの活用を検討すべきである。いることから，ニューカマーに対する日本語教育にも，今後これらの活用を検討すべきである。

Ｅ．永住許可取得時の日本語能力の考慮Ｅ．永住許可取得時の日本語能力の考慮
近年は永住資格を取得する者が急増しているが，永住許可にあたっては，日本語によるコミュニケー近年は永住資格を取得する者が急増しているが，永住許可にあたっては，日本語によるコミュニケー

ション能力を考慮することについて検討する必要がある。その際には，高齢者等，日本語の習得が困難

な状況にある申請者の存在にも留意する必要がある。

以上に加えて，次のような取組も重要であろう。

Ｆ．国における取組
現状では，十分な日本語学習の機会を持てない外国人住民も多い。定住外国人に対する日本語及び日現状では，十分な日本語学習の機会を持てない外国人住民も多い。定住外国人に対する日本語及び日

本社会に関する学習に関して，地方自治体や企業，ＮＰＯ等民間団体と連携して，計画的，総合的に推本社会に関する学習に関して，地方自治体や企業，ＮＰＯ等民間団体と連携して，計画的，総合的に推

進する体制整備を，諸外国の制度も参考に検討する。進する体制整備を，諸外国の制度も参考に検討する。

Ｇ．地方自治体における取組
日本語学習に関わる支援は，国が中心となって教材開発，人材育成等の計画を整備するのが望ましい

が，地方自治体においては，例えば，公民館等が主催する生涯学習メニューの中に「日本語学習」を入が，地方自治体においては，例えば，公民館等が主催する生涯学習メニューの中に「日本語学習」を入

れることが有益であろう。れることが有益であろう。

Ｈ．地方自治体と企業が連携した取組Ｈ．地方自治体と企業が連携した取組
地方自治体が商工会議所や商工会等地域経済団体と連携し，外国人を受け入れた企業に対して，日本

語学習機会の提供に加え，職場の安全管理や，社会のルール（交通ルール，ゴミ出し等）やマナー等，

地域生活面も含めた対応を呼びかけることも考えられる。地域生活面も含めた対応を呼びかけることも考えられる。
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国語分科会日本語教育小委員会における審議について国語分科会日本語教育小委員会における審議について―今後検討すべき日本語教育の課題―

【平成20年1月28日 文化審議会国語分科会】１／２【平成20年1月28日 文化審議会国語分科会】１／２

＜はじめに＞

近年，国境を越えた人の移動が容易となり，世界的な規模で人材の活用が盛んになっている。厚生労働

省・外国人雇用状況報告によれば，我が国においても平成１８年６月現在の外国人労働者数が，平成８年

６月現在と比較して約２．５倍（３９万人）となっている。また，我が国に在住する外国人は，その家族

とともに定住する傾向にあり，外国人を地域社会の一員としてとらえ，「多文化共生社会」の実現に向け

た取組を進める自治体も増えている。共生に向けた取組の中で喫緊の課題となっているのが，日本語によた取組を進める自治体も増えている。共生に向けた取組の中で喫緊の課題となっているのが，日本語によ

るコミュニケーションであり，平成１８年３月に発表された総務省の「多文化共生推進プログラム」のるコミュニケーションであり，平成１８年３月に発表された総務省の「多文化共生推進プログラム」の

提言においても，コミュニケーション支援の必要性が重要な課題の第一に取り上げられている。さらに，提言においても，コミュニケーション支援の必要性が重要な課題の第一に取り上げられている。さらに，

平成１８年１２月には政府の外国人労働者問題関係省庁連絡会議が「生活者としての外国人」に関する総平成１８年１２月には政府の外国人労働者問題関係省庁連絡会議が「生活者としての外国人」に関する総

合的対策を発表し，定住外国人に対する日本語教育の充実及び外国人児童に対する日本語教育の強化が検合的対策を発表し，定住外国人に対する日本語教育の充実及び外国人児童に対する日本語教育の強化が検

討すべき課題として取り上げられている。討すべき課題として取り上げられている。

平成１２年に国語審議会は「国際社会に対応する日本語の在り方」を答申し，広く国際化時代の日本語平成１２年に国語審議会は「国際社会に対応する日本語の在り方」を答申し，広く国際化時代の日本語

についての在り方を示した。しかし，来日した外国人を一時滞在者として各地でそれぞれが対応するばかについての在り方を示した。しかし，来日した外国人を一時滞在者として各地でそれぞれが対応するばか

りでなく，我が国を構成する生活者の一員としてとらえた総合的な施策の展開が必要となるなど，ここ数

年で日本社会の国際化は我々の日常生活にまで進み，状況は大きく変化した。このような変化を踏まえ，

文化審議会国語分科会は，平成１９年７月２５日に日本語教育小委員会を設置し，現在の日本語教育をめ

ぐる諸課題について検討することとし，まずはそれらの課題を明らかにすることを目指して，関係者への

ヒアリングと審議を重ねた。

Ⅰ 多文化社会における日本語と日本語教育Ⅰ 多文化社会における日本語と日本語教育

１ 国内に在住する外国人の現状について１ 国内に在住する外国人の現状について

平成１８年末現在における外国人登録者数は２０８万人で，１０年前の１．５倍に増加している。この平成１８年末現在における外国人登録者数は２０８万人で，１０年前の１．５倍に増加している。この

数は我が国の総人口１億２,７７７万人の１．６３％に当たり,その割合は年々上昇している。我が国の総数は我が国の総人口１億２,７７７万人の１．６３％に当たり,その割合は年々上昇している。我が国の総

人口と外国人登録者数を１０年間の伸び率で比較してみると，我が国の総人口の伸び率は１．５％である人口と外国人登録者数を１０年間の伸び率で比較してみると，我が国の総人口の伸び率は１．５％である

のに対し，外国人登録者数の伸び率は，４７．３％とはるかに高い（法務省調べ）。のに対し，外国人登録者数の伸び率は，４７．３％とはるかに高い（法務省調べ）。

国籍（出身地）別の内訳を見ると，韓国・朝鮮の６０万人（２８．７％），中国の５６万人（２６．国籍（出身地）別の内訳を見ると，韓国・朝鮮の６０万人（２８．７％），中国の５６万人（２６．

９％），フィリピンの１９万人（９．３％）をはじめとするアジア地域が７３．９％，ブラジルの３１万９％），フィリピンの１９万人（９．３％）をはじめとするアジア地域が７３．９％，ブラジルの３１万

人（１５．０％），ペルーの６万人（２．８％）をはじめとする南米地域が１８．６％を占めている。１人（１５．０％），ペルーの６万人（２．８％）をはじめとする南米地域が１８．６％を占めている。１

０年前との比較では，韓国・朝鮮が約１割減少する一方で，中国は約２．４倍に，フィリピンが２．３倍

に，ブラジルが１．５倍にそれぞれ増加しており，これまで我が国に在住する外国人の中心であった韓

国・朝鮮以外の外国人の増加が進み，その構成が変化している。

在留資格別では，「特別永住者」（４４万人），「一般永住者」（３９万人），「定住者」（２７万

人）及び「日本人の配偶者等」（２６万人）で全体の６５．６％を占めている。なかでも「一般永住者」

と「定住者」の数は１０年前と比較して増加し，「一般永住者」は５．５倍に，「定住者」は１．６倍とと「定住者」の数は１０年前と比較して増加し，「一般永住者」は５．５倍に，「定住者」は１．６倍と

なっており，外国人の定住化の傾向がうかがえる。また，全体に占める割合は大きくないが，１０年前となっており，外国人の定住化の傾向がうかがえる。また，全体に占める割合は大きくないが，１０年前と

比較して，際だって増加しているのは,「研修」で３．４倍（７万人）となっている。比較して，際だって増加しているのは,「研修」で３．４倍（７万人）となっている。
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日本語教育の推進に関する各種提言等について（５）日本語教育の推進に関する各種提言等について（５）

国語分科会日本語教育小委員会における審議について国語分科会日本語教育小委員会における審議について―今後検討すべき日本語教育の課題―

【平成20年1月28日 文化審議会国語分科会】２／２【平成20年1月28日 文化審議会国語分科会】２／２

２ 外国人の社会参加と日本語

国境を越えた人の移動と定住化の傾向が進み，先進国を中心とする世界各国で文化的背景の多様な

住民による共生社会構築のための取組が行われている。近年，我が国では言語・文化的背景の多様な

住民が増加し，社会の多様な層へ広がりつつある。このような状況においては，長い歴史の中で培わ

れてきた日本社会・文化の伝統を大切にしつつ，各人が互いに異なる文化や考え方を学び，尊重し合

う社会を実現するため，言語・文化の多様性を尊重する社会を作ることが必要である。

一方，我が国においては，日本文化の基盤を成す日本語が多文化共生のためのコミュニケーション

の手段にもなっている。この現実を踏まえ，言語・文化の相互尊重を前提としつつも外国人の我が国

における社会参加が促進されるよう，多様な背景を持つ住民間の相互理解や共同参画意識を向上させ

るための共通語としての日本語の普及及び学習の促進を行うことが求められている。

３ 多文化社会に対応した日本語教育３ 多文化社会に対応した日本語教育

言語・文化的背景の多様な人々が，共通語である日本語を通して築く社会では，社会参加に最低限言語・文化的背景の多様な人々が，共通語である日本語を通して築く社会では，社会参加に最低限

必要な日本語能力を習得するための学習環境の整備と学習機会の提供が必要である。特に，我が国に必要な日本語能力を習得するための学習環境の整備と学習機会の提供が必要である。特に，我が国に

暮らすすべての人が，健康かつ安全に生活するために必要な日本語教育の内容を検討するとともに，暮らすすべての人が，健康かつ安全に生活するために必要な日本語教育の内容を検討するとともに，

学習機会提供のための仕組みが整備されなければならない。学習機会提供のための仕組みが整備されなければならない。



P.15

日本語教育の推進に関する各種提言等について（６）日本語教育の推進に関する各種提言等について（６）

「留学生３０万人計画」骨子 【平成20年7月29日 文部科学省，外務省，法務省，厚生労働省，「留学生３０万人計画」骨子 【平成20年7月29日 文部科学省，外務省，法務省，厚生労働省，
経済産業省，国土交通省】経済産業省，国土交通省】

趣旨趣旨

① 日本を世界により開かれた国とし，アジア，世界との間のヒト，モノ，カネ，情報の流れを拡

大する「グローバル戦略」を展開する一環として，２０２０年を目途に留学生受入れ３０万人を

目指す。その際，高度人材受入れとも連携させながら，国・地域・分野などに留意しつつ，優秀

な留学生を戦略的に獲得していく。

また，引き続き，アジアをはじめとした諸外国に対する知的国際貢献等を果たすことにも努め

ていく。

② このため，我が国への留学についての関心を呼び起こす動機づけから，入試・入学・入国の入

り口から大学等や社会での受入れ，就職など卒業・修了後の進路に至るまで，体系的に以下の方

策を実施し，関係省庁・機関等が総合的・有機的に連携して計画を推進する。

方策

１．日本留学への誘い～日本留学の動機づけとワンストップサービスの展開～１．日本留学への誘い～日本留学の動機づけとワンストップサービスの展開～

② 海外の大学等と連携して効率的に日本語教育拠点を増加させることにより，海外における日② 海外の大学等と連携して効率的に日本語教育拠点を増加させることにより，海外における日

本語教育を積極的に推進。本語教育を積極的に推進。

２．入試・入学・入国の入り口の改善～日本留学の円滑化～２．入試・入学・入国の入り口の改善～日本留学の円滑化～

② 日本留学試験の改善や，日本語能力試験，TOEFL，IELTS などの既存の試験を活用した渡日前② 日本留学試験の改善や，日本語能力試験，TOEFL，IELTS などの既存の試験を活用した渡日前

入学許可を推進。また，宿舎や奨学金採用など安心して留学するための受入れまでの手続きの入学許可を推進。また，宿舎や奨学金採用など安心して留学するための受入れまでの手続きの

渡日前の決定を促進。渡日前の決定を促進。

３．大学等のグローバル化の推進～魅力ある大学づくり～３．大学等のグローバル化の推進～魅力ある大学づくり～

③ 交換留学，単位互換，ダブルディグリーなど国際的な大学間の共同・連携や短期留学，サ③ 交換留学，単位互換，ダブルディグリーなど国際的な大学間の共同・連携や短期留学，サ

マースクールなどの交流促進，学生の流動性向上，カリキュラムの質的保証などにより大学等マースクールなどの交流促進，学生の流動性向上，カリキュラムの質的保証などにより大学等

の魅力を国際的に向上。の魅力を国際的に向上。

⑤ 留学生の受入れや日本人学生の海外留学の推進を図るため，大学等における９月入学を促⑤ 留学生の受入れや日本人学生の海外留学の推進を図るため，大学等における９月入学を促

進。進。

⑥ 留学生受入れのための大学等の専門的な組織体制を強化し，組織的な受入れを充実。⑥ 留学生受入れのための大学等の専門的な組織体制を強化し，組織的な受入れを充実。

４．受入れ環境づくり～安心して勉学に専念できる環境への取組～４．受入れ環境づくり～安心して勉学に専念できる環境への取組～

④ 留学生が留学後困らないよう，日本語教育機関・大学等の日本語教育担当部署をはじめとし④ 留学生が留学後困らないよう，日本語教育機関・大学等の日本語教育担当部署をはじめとし

た国内の日本語教育の充実。た国内の日本語教育の充実。

５．卒業・修了後の社会の受入れの推進～社会のグローバル化～５．卒業・修了後の社会の受入れの推進～社会のグローバル化～

① 大学等の専門的な組織の設置などを通じた留学生の就職支援の取組の強化。

③ 企業側の意識改革や受入れ体制の整備を促進。
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日本語教育の推進に関する各種提言等について（７）日本語教育の推進に関する各種提言等について（７）

今後の出入国管理行政の在り方 【平成22年1月 第５次出入国管理政策懇談会】

第２ 経済・社会状況の変化に対応した外国人の円滑・適正な受入れ第２ 経済・社会状況の変化に対応した外国人の円滑・適正な受入れ

３ 日系人の受入れの在り方３ 日系人の受入れの在り方

【検討課題等】【検討課題等】

日本政府は，日系人等を始めとする我が国で働き，生活する外国人について，社会の一員とし日本政府は，日系人等を始めとする我が国で働き，生活する外国人について，社会の一員とし

て日本人と同様の公共サービスを享受し生活できるような環境を整えるため，平成18年12月にて日本人と同様の公共サービスを享受し生活できるような環境を整えるため，平成18年12月に

「生活者としての外国人」に関する総合的対応策を取りまとめており，雇用等の労働環境の問題，「生活者としての外国人」に関する総合的対応策を取りまとめており，雇用等の労働環境の問題，

不就学児童に対する教育の問題等，様々な行政分野で取り組むべき課題について関係省庁が連携不就学児童に対する教育の問題等，様々な行政分野で取り組むべき課題について関係省庁が連携

し，地方公共団体も含め政府全体として取り組んでいる。本懇談会としても，この対応策を着実し，地方公共団体も含め政府全体として取り組んでいる。本懇談会としても，この対応策を着実

に実施していくことが肝要であると考える。特に，言葉の問題は重要である。我が国で安定したに実施していくことが肝要であると考える。特に，言葉の問題は重要である。我が国で安定した

生活を送っていくためには日本語の習得が必須であり，日本語教育の環境整備を含め，政府とし

て，これらの人々の日本語習得，日本語能力向上を強力に推し進めていくべきである。

本格的な人口減少社会を迎えた我が国において，日系人等は我が国社会の活力を支える貴重な

存在であり，これら日系人等が日本社会の構成員としての義務を果たし，自立した隣人として，

日本人と共に生活していくことが重要である。また，日系人等を社会から孤立させず，共生して

いくための支援策を講ずるとともに，さらには，日本人と同様に我が国社会で成功し，社会的地

位を高めることを可能とするための環境を整備することも重要である。

なお，日系人等に対する生活支援等については，地方公共団体や国ではなく，直接的な受益者

である企業が当該支援に係るコストを適切に負担すべきとの意見がある一方，日系人の就労先の

多くは零細企業であり，そのコストを負担する体力がないこと，受益者は日本全体であり，日本

全体でそのコストを負担していくのが適当であるとの意見もある。

以上の基本的認識を前提として，法務省においては以下の事項について検討していく必要があ

る。

・日系人等の受入れ要件について

日系人等が自立した隣人として我が国社会で安定した生活を送ることが重要であり，そのよう

な観点から，諸外国の例等も見つつ，受入れの要件等を検討する。

例えば，我が国の公共の負担とならず，自立し，安定した生活を送るためには，就職先や居所

が確保されているなど，「独立して生計を営む能力」を有していることが重要で，この点を入

国，在留許可等における考慮要素とすることなどが考えられる。また，日本語能力についても，

その不足が雇用，教育その他現在顕在化している日系人等に係る様々な問題の大きな要因となっ

ている実情を踏まえ，一定の日本語能力を，日系人等の入国，在留及び永住の許可等における考

慮要素とすることが考えられる。なお，日本語能力をこれらの許可等における考慮要素とするに

当たっては，客観的にその能力を測る基準等の整備が必要不可欠で，日本語能力の資格，試験の

整備も合わせて図っていく必要があり，さらに，既に在留している日系人等に対しては，日本語

能力習得のための公的支援も合わせて行っていく必要がある。
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日本語教育の推進に関する各種提言等について（８）日本語教育の推進に関する各種提言等について（８）

第４次出入国管理基本計画 【平成22年3月 法務省】

Ⅲ 出入国管理行政の主要な課題と今後の方針Ⅲ 出入国管理行政の主要な課題と今後の方針

１ 我が国社会に活力をもたらす外国人の円滑な受入れ１ 我が国社会に活力をもたらす外国人の円滑な受入れ

出入国管理行政においては，これまで，我が国の国際化とグローバリゼーションの進展に対応し，専門出入国管理行政においては，これまで，我が国の国際化とグローバリゼーションの進展に対応し，専門

的・技術的分野の外国人を始めとする我が国社会が必要とする外国人の円滑な受入れを図り，もって，国民的・技術的分野の外国人を始めとする我が国社会が必要とする外国人の円滑な受入れを図り，もって，国民

生活の安定と繁栄，我が国社会の国際化の健全な発展に努めてきた。

今日，少子・高齢化の進行とこれに伴う人口減少社会の本格的な到来などを背景に，我が国社会の活力の今日，少子・高齢化の進行とこれに伴う人口減少社会の本格的な到来などを背景に，我が国社会の活力の

維持が課題となっている一方，アジア地域各国が高い経済成長を成し遂げる中，これら地域の活力を取り込維持が課題となっている一方，アジア地域各国が高い経済成長を成し遂げる中，これら地域の活力を取り込

むという観点から，我が国社会が必要とする外国人の受入れの在り方も，より積極的なものへ展開していくむという観点から，我が国社会が必要とする外国人の受入れの在り方も，より積極的なものへ展開していく

ことが求められている。

そこで，これらアジア各国を始めとする諸外国の高度人材や留学生，観光客など，我が国社会に活力をも

たらす外国人を強く惹きつけるための施策について，その受入れが我が国の産業や国民生活，治安等に与えたらす外国人を強く惹きつけるための施策について，その受入れが我が国の産業や国民生活，治安等に与え

る影響等に十分に留意しつつ，これら外国人の受入れ環境等の整備のための他の行政分野における施策ともる影響等に十分に留意しつつ，これら外国人の受入れ環境等の整備のための他の行政分野における施策とも

連携し，次のとおり取り組んでいくこととする。

（２）日系人の受入れ

日本人の子孫として我が国と特別な関係にあることに着目して，その受入れが認められている日系人

は，人手不足の製造業分野の現場作業等に従事するなどし，地域経済を支え，活力をもたらす存在として，は，人手不足の製造業分野の現場作業等に従事するなどし，地域経済を支え，活力をもたらす存在として，

これまで我が国の経済発展に貢献するとともに，彼らの受入れを通じ，我が国の地域社会の多文化化，活性これまで我が国の経済発展に貢献するとともに，彼らの受入れを通じ，我が国の地域社会の多文化化，活性

化も図られてきたが，その一方で，その異なる文化的背景，習慣・価値観は，日本語能力が不十分であるこ

となどとも相まって，地域社会との間で，少なからず，摩擦，軋轢を生んでいる。特に，平成20年下半期以

降，経済情勢が急激に悪化する中で，派遣・請負など不安定な雇用形態で就労する日系人等の雇用，住居，降，経済情勢が急激に悪化する中で，派遣・請負など不安定な雇用形態で就労する日系人等の雇用，住居，

子女の教育等に係る問題がより深刻化している。子女の教育等に係る問題がより深刻化している。

関係省庁は連携して，雇用等の労働環境の問題，日系人等の子女に対する教育の問題等，様々な行政分野関係省庁は連携して，雇用等の労働環境の問題，日系人等の子女に対する教育の問題等，様々な行政分野

の課題に取り組んでいるところであるが，日系人が，我が国社会の一員として，その義務を果たしつつ我が

国社会で安定した生活を送っていくことが重要であり，出入国管理行政としても，そのような観点から，我国社会で安定した生活を送っていくことが重要であり，出入国管理行政としても，そのような観点から，我

が国に入国・在留を希望する日系人，特に，我が国に現に在留する日系人の過度な負担とならないよう留意が国に入国・在留を希望する日系人，特に，我が国に現に在留する日系人の過度な負担とならないよう留意

しつつ，入国・在留の要件の見直し等について検討していく。しつつ，入国・在留の要件の見直し等について検討していく。

また，日系人子女の健全な育成を図り，社会的地位を高める機会を与えるためには，少なくとも初等・前

期中等教育の就学年齢にある子女には確実に教育を受けさせることが重要であり，在留期間更新等の審査に

おいて就学年齢にある者が不就学であることが判明した場合は，関係機関と連携し，その就学を促進する措おいて就学年齢にある者が不就学であることが判明した場合は，関係機関と連携し，その就学を促進する措

置を実施していく。置を実施していく。

（６）外国人の受入れについての国民的議論の活性化（６）外国人の受入れについての国民的議論の活性化

厚生労働省の人口動態統計によれば，平成20年において，出生数（109万1,156人）と死亡数（114万

2,407人）の差である自然増加数はマイナス５万1,251人となるなど，人口減少の進行が本格化しつつある。

人口減少は我が国の社会に様々な影響・問題を及ぼすものと考えられている。労働力人口の減少は１人当人口減少は我が国の社会に様々な影響・問題を及ぼすものと考えられている。労働力人口の減少は１人当

たりの労働生産性を向上させない限り，経済成長に対してマイナスの影響を与えることになる。また，高齢たりの労働生産性を向上させない限り，経済成長に対してマイナスの影響を与えることになる。また，高齢

者医療費・介護費が増大する中での社会保障制度の維持，高速道路や鉄道等の公共的なインフラの人口減少

に対応した整備，過疎地域の存立の危機への対応など様々な問題への検討が必要である。

人口減少時代への対応については，出生率の向上に取り組むほか，生産性の向上，若者，女性や高齢者な人口減少時代への対応については，出生率の向上に取り組むほか，生産性の向上，若者，女性や高齢者な

ど潜在的な労働力の活用等の施策に取り組むことが重要である。他方で，これらの取組によっても対応が困ど潜在的な労働力の活用等の施策に取り組むことが重要である。他方で，これらの取組によっても対応が困

難，不十分な部分がある場合に，それに対処する外国人の受入れはどのようにあるべきか，我が国の産業，難，不十分な部分がある場合に，それに対処する外国人の受入れはどのようにあるべきか，我が国の産業，

治安，労働市場への影響等国民生活全体に関する問題として，国民的コンセンサスを踏まえつつ，我が国の

あるべき将来像と併せ，幅広く検討・議論していく必要がある。我が国の将来の形や我が国社会の在り方そ

のものに関わるこの問題について，国民的な議論を活性化し，国全体としての方策を検討していく中で，出のものに関わるこの問題について，国民的な議論を活性化し，国全体としての方策を検討していく中で，出

入国管理行政においても，その方策の検討に積極的に参画していく。入国管理行政においても，その方策の検討に積極的に参画していく。
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日本語教育の推進に関する各種提言等について（９）日本語教育の推進に関する各種提言等について（９）

日系定住外国人施策に関する基本指針 【平成22年8月31日 日系定住外国人施策推進会議】

１．日系定住外国人が置かれている状況と今後の対応１．日系定住外国人が置かれている状況と今後の対応
（１）日系定住外国人が置かれている状況（１）日系定住外国人が置かれている状況

・ （略）日系定住外国人は，これまでは主として派遣・請負等の雇用形態で製造業などで雇用・ （略）日系定住外国人は，これまでは主として派遣・請負等の雇用形態で製造業などで雇用
されており，労働者派遣事業者や請負事業者が生活全般の面倒をみたため，日本語を介した日
本社会との関わりを持たなくても生活が可能であった。このため，長期にわたり居住しながら本社会との関わりを持たなくても生活が可能であった。このため，長期にわたり居住しながら
日本語能力が不十分である者も多くみられる。日本語能力が不十分である者も多くみられる。

・ 彼らは，地域経済を支え，活力をもたらす存在として，これまで我が国の経済発展に貢献し・ 彼らは，地域経済を支え，活力をもたらす存在として，これまで我が国の経済発展に貢献し
てきたところであるが，平成20年秋以降の世界的な経済危機により，従来の形での就労が不可てきたところであるが，平成20年秋以降の世界的な経済危機により，従来の形での就労が不可
能になり，日本語能力が不十分であることなどから再就職も難しく，生活困難な状況に置かれ
る者が増加した。

・ これに伴い，経済的困窮からブラジル人学校等に通えなくなったことなどにより，不就学の・ これに伴い，経済的困窮からブラジル人学校等に通えなくなったことなどにより，不就学の
子どもが増加した。子どもが増加した。

・ （略）依然として厳しい経済状況の下，就職の見込みのない者など日本での生活を断念する・ （略）依然として厳しい経済状況の下，就職の見込みのない者など日本での生活を断念する
者が相当数帰国したものと見込まれる。一方で，日本に残り続けている者がかなりの数に上っ者が相当数帰国したものと見込まれる。一方で，日本に残り続けている者がかなりの数に上っ
ており，日本での暮らしが長期に及んだ者はこのまま定住を希望する傾向にある。

（２）今後の対応
・ 国としては，雇用，教育などの面で緊急の対策を講じているところであるが，こうした状況・ 国としては，雇用，教育などの面で緊急の対策を講じているところであるが，こうした状況

を踏まえると，単に定住を認めるだけに留まらず，日系定住外国人を日本社会の一員としてを踏まえると，単に定住を認めるだけに留まらず，日系定住外国人を日本社会の一員として
しっかりと受け入れていくべきであり，そのための方策を考える必要がある。しっかりと受け入れていくべきであり，そのための方策を考える必要がある。

・ これまで，日系定住外国人を日本社会の一員として受け入れる体制が完全には整っていな・ これまで，日系定住外国人を日本社会の一員として受け入れる体制が完全には整っていな
かったことが，今回このような状況を招いたともいえる。

・ 今後もこれらの人々の定住を認める以上，日本社会の一員として受け入れ，社会から排除さ・ 今後もこれらの人々の定住を認める以上，日本社会の一員として受け入れ，社会から排除さ
れないようにするための施策を国の責任として講じていくことが必要である。れないようにするための施策を国の責任として講じていくことが必要である。

３．日系定住外国人施策の具体的な方向性３．日系定住外国人施策の具体的な方向性
（１）日本語で生活できるために

・ 日本に定住し，日本社会に受け入れられるためには，日本社会におけるコミュニケーション
手段である日本語をしっかりと習得することが必要である。手段である日本語をしっかりと習得することが必要である。

・ 日本語能力が不十分であることにより，子どもの教育，就職，行政や地域社会とのコミュニ・ 日本語能力が不十分であることにより，子どもの教育，就職，行政や地域社会とのコミュニ
ケーション等日本での生活のあらゆる場面で支障が生ずる。ケーション等日本での生活のあらゆる場面で支障が生ずる。

・ このため，日系定住外国人が日本での生活に必要な日本語を習得するための体制を整備する・ このため，日系定住外国人が日本での生活に必要な日本語を習得するための体制を整備する
必要がある。

・ 同時に，日本語の習得に時間がかかる日系定住外国人もいることが想定されることから，多
言語による相談体制を整えるとともに，生活に必要な最低限の情報について多言語化を進める言語による相談体制を整えるとともに，生活に必要な最低限の情報について多言語化を進める
必要がある。必要がある。

４．国として今後取り組む又は検討する施策４．国として今後取り組む又は検討する施策
＜日本語で生活できるために必要な施策＞

・ 日系定住外国人に対する日本語教育の総合的な推進体制を整備するとともに，地域の日本語・ 日系定住外国人に対する日本語教育の総合的な推進体制を整備するとともに，地域の日本語
教育や日本語学校等における教育体制の充実を図る。また，日本語教育の標準的なカリキュラ教育や日本語学校等における教育体制の充実を図る。また，日本語教育の標準的なカリキュラ
ム・教材や，日本語能力・指導力の評価基準等の策定，日本語教員等の養成・研修のあり方等ム・教材や，日本語能力・指導力の評価基準等の策定，日本語教員等の養成・研修のあり方等
について検討する。（文部科学省）について検討する。（文部科学省）

・ 日本に入国・在留を希望する日系定住外国人に対して，各種手続の機会を捉えて日本語教育
を受けることを促すなど，日本語習得の促進を図るための方策を検討する。（各省庁）
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日本語教育の推進に関する各種提言等について（１０）日本語教育の推進に関する各種提言等について（１０）

日系定住外国人施策に関する行動計画 【平成23年3月31日 日系定住外国人施策推進会議】

２．分野ごとの具体的施策２．分野ごとの具体的施策

（１）日本語で生活できるために必要な施策（１）日本語で生活できるために必要な施策

①日本語教育の総合的な推進体制の整備等①日本語教育の総合的な推進体制の整備等

ａ 日本語教育関係機関等を参集した日本語教育推進会議や関係府省の実務者からなる日本語ａ 日本語教育関係機関等を参集した日本語教育推進会議や関係府省の実務者からなる日本語

教育関係府省連絡会議を開催し，日本語教育全般に係る取組の現状を把握するとともに，課教育関係府省連絡会議を開催し，日本語教育全般に係る取組の現状を把握するとともに，課

題を整理するための情報交換を行う。（文部科学省）題を整理するための情報交換を行う。（文部科学省）

ｂ 我が国に居住する外国人にとって，日本語能力等が十分でないこと等から，外国人が安ｂ 我が国に居住する外国人にとって，日本語能力等が十分でないこと等から，外国人が安

心・安全に生活できないという問題を解決し，外国人が円滑に日本社会の一員として生活を心・安全に生活できないという問題を解決し，外国人が円滑に日本社会の一員として生活を

送ることができるよう，引き続き，日本語教室の設置運営，日本語能力等を有する外国人等送ることができるよう，引き続き，日本語教室の設置運営，日本語能力等を有する外国人等

を対象とした日本語指導者養成，ボランティアを対象とした実践的研修等を行う「「生活者を対象とした日本語指導者養成，ボランティアを対象とした実践的研修等を行う「「生活者

としての外国人」のための日本語教育事業」を実施する。（文部科学省）としての外国人」のための日本語教育事業」を実施する。（文部科学省）

ｃ 政府内外の日本語教育関係機関等が持つ日本語教育に関する各種コンテンツについて情報ｃ 政府内外の日本語教育関係機関等が持つ日本語教育に関する各種コンテンツについて情報

を集約し，横断的に利用できるシステムを検討するとともに，平成22 年に文化審議会国語分を集約し，横断的に利用できるシステムを検討するとともに，平成22 年に文化審議会国語分

科会において取りまとめた「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリ科会において取りまとめた「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的なカリ

キュラム案のデータベース化を行い，インターネットを通じて提供する。（文部科学省）キュラム案のデータベース化を行い，インターネットを通じて提供する。（文部科学省）

ｄ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的カリキュラム案及び教材例につい

て，日本語教育機関・団体に周知を行う。また，国語分科会日本語教育小委員会において，

標準的カリキュラム案の内容を踏まえた日本語能力及び指導能力の評価基準等について検討

を行う。（文部科学省）

ｅ 「日本語教員等の養成・研修に関する調査研究協力者会議」を開催し，カリキュラム等の

分析を行い，日本語教員等の養成・研修の在り方について検討を行う。（文部科学省）

②各種手続の機会を捉えた日本語習得の促進

ａ 日本語学習の必要性，日本語学習や日常生活に関する情報，入門的な日本語の知識等につ

いてまとめた「日本語学習・生活ハンドブック」のポルトガル語版，スペイン語版等を作成

し，全都道府県（教育委員会を含む。）等に配布しているほか，文化庁ホームページに掲載

しているところであり，今後も引き続き情報提供に努める。（文部科学省）しているところであり，今後も引き続き情報提供に努める。（文部科学省）

ｂ 平成21 年度に開催した「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」においｂ 平成21 年度に開催した「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」におい

て，入国前の外国人に対する情報提供のコンテンツ（日本語学習，医療・保険，教育など）て，入国前の外国人に対する情報提供のコンテンツ（日本語学習，医療・保険，教育など）

について多言語で作成した成果物を引き続き外務省及び在外公館のホームページに掲載するについて多言語で作成した成果物を引き続き外務省及び在外公館のホームページに掲載する

とともに，訪日予定の外国人に対して，査証発給時等に在外公館において引き続き配布すとともに，訪日予定の外国人に対して，査証発給時等に在外公館において引き続き配布す

る。（外務省）る。（外務省）

ｃ ①や②ｂの施策の進捗状況を踏まえつつ，各種手続の機会を捉え，日本語習得状況についｃ ①や②ｂの施策の進捗状況を踏まえつつ，各種手続の機会を捉え，日本語習得状況につい

て確認し，必要に応じ日本語教育を受けることを促すなど，日本語習得の促進を図るためのて確認し，必要に応じ日本語教育を受けることを促すなど，日本語習得の促進を図るための

方策について引き続き検討する。（内閣府，各省庁）方策について引き続き検討する。（内閣府，各省庁）



P.20

日本語教育の推進に関する各種提言等について（１１）日本語教育の推進に関する各種提言等について（１１）

国語分科会で今後取り組むべき課題について（問題点整理小委員会における「意見のまとめ」）

【平成24年1月31日 文化審議会国語分科会】【平成24年1月31日 文化審議会国語分科会】

第２ 今後，具体的な検討が必要と考えられる課題

４ コミュニケーションの在り方について４ コミュニケーションの在り方について

情報化に伴って，パソコンや携帯電話などの情報機器の使用が一般化した関係で，非情報化に伴って，パソコンや携帯電話などの情報機器の使用が一般化した関係で，非

対面コミュニケーションの機会が増えて，対面コミュニケーションを苦手としている人対面コミュニケーションの機会が増えて，対面コミュニケーションを苦手としている人

たちが増えているのではないかという意見があった。情報機器の使用が，今後，更に一たちが増えているのではないかという意見があった。情報機器の使用が，今後，更に一

般化していくことを考えると，そもそもそのような実態があるのかどうかを検証しつ般化していくことを考えると，そもそもそのような実態があるのかどうかを検証しつ

つ，実態があるとするならば，その状況を改善していくために，どのような考え方を示つ，実態があるとするならば，その状況を改善していくために，どのような考え方を示

せるか検討していく必要がある。せるか検討していく必要がある。

国際化との関係では既に日本に２０９万人（平成２３年９月現在。法務省調べ）を超国際化との関係では既に日本に２０９万人（平成２３年９月現在。法務省調べ）を超

える外国人が生活していることを踏まえ，外国人とのコミュニケーションの取り方を考える外国人が生活していることを踏まえ，外国人とのコミュニケーションの取り方を考

えていく必要がある。そのときに，外国人にとって，どのような日本語が分かりやすいえていく必要がある。そのときに，外国人にとって，どのような日本語が分かりやすい

のかを考え方として整理していくことが大切であるが，国語施策として示すことが可能のかを考え方として整理していくことが大切であるが，国語施策として示すことが可能

であるかどうか，更に検討していく必要がある。また，この点については，必要に応じであるかどうか，更に検討していく必要がある。また，この点については，必要に応じ

日本語教育小委員会とも連携していくことも考えられる。日本語教育小委員会とも連携していくことも考えられる。

５ その他

（１）日本語の国際的な普及

国内においても英語を社内の公用語にしようという会社も出ている状況になりつつあ

る中で，逆に日本語を海外にもっと普及することについてどう考えるのか，日本に理解

を持ってもらうという観点から，日本語を海外に積極的に普及することを考えてもいい

のではないかという意見もあった。普及のためには，どのような手立てが必要なのかな

ど検証してみることも意義があるのではないか。なお，この点については，今後日本語

教育小委員会において行われる日本語教育施策に関する検討とも十分連携を取って行く教育小委員会において行われる日本語教育施策に関する検討とも十分連携を取って行く

ことが重要である。ことが重要である。
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Ⅲ 外国人との共生社会の実現に向けた環境整備の意義と必要性について

外国人との共生社会の実現に向けた環境整備の必要性の高まり

上記のように，近年の我が国における外国人の入国・在留状況については，平成2年の入管法改正上記のように，近年の我が国における外国人の入国・在留状況については，平成2年の入管法改正

法の施行前後から，入国・在留する外国人の大幅な増加が見られ，それに伴い，我が国への定住化法の施行前後から，入国・在留する外国人の大幅な増加が見られ，それに伴い，我が国への定住化

が進んでいる。当初は南米日系人が中心であったが，次第に中国やフィリピンなどアジア系の外国が進んでいる。当初は南米日系人が中心であったが，次第に中国やフィリピンなどアジア系の外国

人が増加し，外国人の国籍の多様化が進んでいる。また，現在でも，毎年3～4万人のペースで一般人が増加し，外国人の国籍の多様化が進んでいる。また，現在でも，毎年3～4万人のペースで一般

永住者の増加が続いている。外国人の定住化の傾向に伴い，既に第2世代（子ども）の就学等の問題永住者の増加が続いている。外国人の定住化の傾向に伴い，既に第2世代（子ども）の就学等の問題

に直面するとともに，地域によっては，外国人と日本人が共生する社会でなければ，地域経済が持に直面するとともに，地域によっては，外国人と日本人が共生する社会でなければ，地域経済が持

続できないといった状況も生じているという指摘もあることを認識する必要がある。続できないといった状況も生じているという指摘もあることを認識する必要がある。

また，少子高齢化が進む一方，経済のグローバル化が進展し，人の国際移動も活発化することがまた，少子高齢化が進む一方，経済のグローバル化が進展し，人の国際移動も活発化することが

見込まれる中で，我が国社会の活力の維持向上を図るためには，外国人も含め，すべての人が能力見込まれる中で，我が国社会の活力の維持向上を図るためには，外国人も含め，すべての人が能力

を最大限に発揮できる社会づくりが不可欠となっている。を最大限に発揮できる社会づくりが不可欠となっている。

我が国で生活している外国人については，これまでも「生活者」あるいは「日系定住外国人」な

どの視点から，種々の環境整備を図ってきているところであるが，依然として生活・就労・教育面

等での問題が存在している。このような状況が改善されないままでは，社会的コストの増大や，国

際社会における開かれた国としての評価を低下させることにもつながりかねない。

日本への定住を希望する者等に対しては，外国人を一時的な滞在者としてではなく，社会の一員

としてしっかりと受け入れていくという視点に立って，外国人との共生社会の実現に向けた環境整

備を進めていくことがますます必要になっている。外国人との共生社会の実現に向けた環境整備は，備を進めていくことがますます必要になっている。外国人との共生社会の実現に向けた環境整備は，

外国人が集住している一部の地域の問題というだけではなく，我が国社会全体の問題であるととも外国人が集住している一部の地域の問題というだけではなく，我が国社会全体の問題であるととも

に，将来に向けての先行投資の意味も有していると言えよう。に，将来に向けての先行投資の意味も有していると言えよう。

高度外国人材や留学生等が日本で就職するかを判断する際の要素として，魅力ある就労環境に加高度外国人材や留学生等が日本で就職するかを判断する際の要素として，魅力ある就労環境に加

え，家族を含め地域で日本語をしっかり教えてくれるかどうか，子どもの教育環境がしっかりしてえ，家族を含め地域で日本語をしっかり教えてくれるかどうか，子どもの教育環境がしっかりして

いるかどうか等が最も重要なポイントになっているとの指摘もある。外国人との共生社会の実現にいるかどうか等が最も重要なポイントになっているとの指摘もある。外国人との共生社会の実現に

向けた環境整備は，開かれた国としての我が国の評価や魅力を高め，我が国社会に活力をもたらす向けた環境整備は，開かれた国としての我が国の評価や魅力を高め，我が国社会に活力をもたらす

外国人を惹きつけることにもなる。外国人を惹きつけることにもなる。

今般の検討に当たっては，外国人との共生社会の実現という観点から，主として，「現に日本で今般の検討に当たっては，外国人との共生社会の実現という観点から，主として，「現に日本で

生活している外国人」の現状を踏まえた環境整備のあり方について検討を行った。「外国人の受入生活している外国人」の現状を踏まえた環境整備のあり方について検討を行った。「外国人の受入

れのあり方」についての本格的な議論は，次のステップの問題として，今後，中長期的観点から国れのあり方」についての本格的な議論は，次のステップの問題として，今後，中長期的観点から国

民的コンセンサスを踏まえつつ行われるべきものであるが，その場合においても，こうした環境整民的コンセンサスを踏まえつつ行われるべきものであるが，その場合においても，こうした環境整

備の進展を踏まえる必要があることは言うまでもない。備の進展を踏まえる必要があることは言うまでもない。



P.22

日本語教育の推進に関する各種提言等について（１２）日本語教育の推進に関する各種提言等について（１２）

外国人との共生社会の実現に向けて（中間的整理）

【平成24年8月27日 「外国人との共生社会」実現検討会議】 ２／５【平成24年8月27日 「外国人との共生社会」実現検討会議】 ２／５

「外国人との共生社会に関する政策」に求められるもの

我が国で生活する外国人との共生社会を実現していくためには，単に外国人を支援の対象として我が国で生活する外国人との共生社会を実現していくためには，単に外国人を支援の対象として

位置付ければいいということではなく，外国人が我が国社会のルールを守り，我が国社会が外国人位置付ければいいということではなく，外国人が我が国社会のルールを守り，我が国社会が外国人

を社会の一員としてしっかりと受け入れ，社会への参加を促すという視点が重要である。を社会の一員としてしっかりと受け入れ，社会への参加を促すという視点が重要である。

外国人を受け入れる日本社会も変化する必要がある。外国人を取り巻く状況や，外国人との共生外国人を受け入れる日本社会も変化する必要がある。外国人を取り巻く状況や，外国人との共生

社会に関する理解を深め，外国人と日本人が双方向的に歩み寄ることが重要である。日本人も外国社会に関する理解を深め，外国人と日本人が双方向的に歩み寄ることが重要である。日本人も外国

人も，ともに日本社会の一員であるとの認識に立って，外国人も含めたすべての人にとって暮らし人も，ともに日本社会の一員であるとの認識に立って，外国人も含めたすべての人にとって暮らし

やすい社会を築くという視点，社会の中に，外国人も含めた多様な構成員がいることによってむしやすい社会を築くという視点，社会の中に，外国人も含めた多様な構成員がいることによってむし

ろ社会が活性化されるといった視点が重要になっている。ろ社会が活性化されるといった視点が重要になっている。

外国人が生活・就労・教育面等の問題に直面している状況は，日本社会の脆弱性の表れというこ外国人が生活・就労・教育面等の問題に直面している状況は，日本社会の脆弱性の表れというこ

ともできる。外国人に限らず，比較的弱い立場に置かれている者は，様々な支援からもこぼれがちともできる。外国人に限らず，比較的弱い立場に置かれている者は，様々な支援からもこぼれがち

になり，失業や災害などのリスクが重なったときに，より困難な状況に陥る。外国人との共生社会になり，失業や災害などのリスクが重なったときに，より困難な状況に陥る。外国人との共生社会

の実現に向けた環境整備は，誰もが社会的に排除されることのない「社会的包摂」などの考え方にの実現に向けた環境整備は，誰もが社会的に排除されることのない「社会的包摂」などの考え方に

つながるものであり，外国人も含め，多様性を受け入れる社会とは，日本人にとっても活力ある社

会につながっていくという捉え方をすることが重要である。

また，日本への定住等を希望する外国人自身も，日本語習得やコミュニティ活動への参加など，

日本社会に受け入れられるよう努めることが重要である。特に日本語習得は，日本社会で生きてい

く上で極めて重要であり，その取組を促すとともに，継続的な支援を行っていく必要がある。諸外

国の経験に照らしても，欧州諸国では，近年，楽観的な多文化主義に対する反省が生じており，社

会統合施策の一つのコアとして言語習得のインフラ構築を進めている。

外国人との共生社会の実現に向けた環境整備としては，日本語習得のほかに，関係法令に基づく外国人との共生社会の実現に向けた環境整備としては，日本語習得のほかに，関係法令に基づく

適正な労働条件の下での安定的就労の確保による経済的安定や，子どもの教育機会の確保，各種の適正な労働条件の下での安定的就労の確保による経済的安定や，子どもの教育機会の確保，各種の

行政サービスにスムーズにアクセスできること等も重要である。行政サービスにスムーズにアクセスできること等も重要である。

このように，我が国で生活する外国人について，日本社会との双方向・相互の理解に基づき，日このように，我が国で生活する外国人について，日本社会との双方向・相互の理解に基づき，日

本社会の一員としてしっかりと受け入れ，その社会参加を促していくという観点からの環境整備の本社会の一員としてしっかりと受け入れ，その社会参加を促していくという観点からの環境整備の

取組は，「外国人との共生社会に関する政策」と包括することができる。「外国人との共生社会に取組は，「外国人との共生社会に関する政策」と包括することができる。「外国人との共生社会に

関する政策」と「出入国管理政策」とを調和させ今後の外国人政策の「柱」と位置付けながら，よ関する政策」と「出入国管理政策」とを調和させ今後の外国人政策の「柱」と位置付けながら，よ

り総合的・体系的なものとして推進していくことが重要であると考えられる。り総合的・体系的なものとして推進していくことが重要であると考えられる。
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Ⅳ 当面の「外国人との共生社会に関する政策」の推進について

総論総論

以上のような考え方に立って，外国人との共生社会に関する政策を，出入国及び在留管理政策と

調和させながら積極的に推進する。その際，特に次のような点に留意して推進することが必要であ調和させながら積極的に推進する。その際，特に次のような点に留意して推進することが必要であ

る。る。

第一に，各省施策の連携をより強化することである。日本語教育の体系的実施や，福祉施策と就第一に，各省施策の連携をより強化することである。日本語教育の体系的実施や，福祉施策と就

労施策など，密接に関連し合う施策の連携を強化するとともに，情報提供など同様の観点から行わ

れる施策の協調実施等を図ることが求められる。

第二に，国と地方の連携をより強化する必要がある。多様な外国人の存在や，集住か散住かの違第二に，国と地方の連携をより強化する必要がある。多様な外国人の存在や，集住か散住かの違

い等により地域差も大きいことに鑑み，地域ごとに異なる外国人住民の構成や求められる施策の相い等により地域差も大きいことに鑑み，地域ごとに異なる外国人住民の構成や求められる施策の相

違に配慮した，丁寧な施策の展開が求められる。そのためにも，地方自治体との連携を始め，NPO違に配慮した，丁寧な施策の展開が求められる。そのためにも，地方自治体との連携を始め，NPO

やNGO等の民間団体等との連携を図ることが重要である。

第三に，課題の明確化とそれに応じた計画的な施策の推進が求められる。課題を的確に把握し，

スケジュール感を持って着実な施策の推進を図るとともに，施策の進捗状況を常にフォローアップスケジュール感を持って着実な施策の推進を図るとともに，施策の進捗状況を常にフォローアップ

し，施策の改善・充実につなげていくことが必要である。し，施策の改善・充実につなげていくことが必要である。

また，誰もが社会的に排除されないという社会的包摂の視点からは，外国人であろうと日本人でまた，誰もが社会的に排除されないという社会的包摂の視点からは，外国人であろうと日本人で

あろうと，ともに失業等の社会的排除のリスクを抱えた者という点で共通性がある。外国人を対象

にした施策を充実するということだけではなく，一般施策の中で日本人と同様に外国人にも共通のにした施策を充実するということだけではなく，一般施策の中で日本人と同様に外国人にも共通の

配慮をするという視点も求められる。配慮をするという視点も求められる。

以上を踏まえ，当面，以下の対策の充実を図ることとする。また，これと並行して，平成18年12以上を踏まえ，当面，以下の対策の充実を図ることとする。また，これと並行して，平成18年12

月に策定された「生活者としての外国人に関する総合的対応策」の見直しを行うこととする。月に策定された「生活者としての外国人に関する総合的対応策」の見直しを行うこととする。
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各論

【平成24年8月27日 「外国人との共生社会」実現検討会議】 ４／５

各論

日本語で生活できるために必要な施策のあり方日本語で生活できるために必要な施策のあり方

外国人が日本に定住し，生活していく中で，日本社会におけるコミュニケーション手段である日本

語能力が不十分な場合，意思疎通が図れず，生活のあらゆる場面において支障が生じうることから，

日本語の習得は極めて重要である。

日本語習得の環境整備のため，日本語教育の標準的な内容等について周知し，また，それを活用で

きるような人材の養成を行う。併せて各地で実施される日本語教育事業のうち，優れた取組を支援し，

その成果の普及を図ることにより地域における日本語教育を振興する。その成果の普及を図ることにより地域における日本語教育を振興する。

（主な取組）（主な取組）

・ 「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の推進・ 「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の推進

・ 日本語教育研究協議会の開催等による地域における日本語教育の充実・ 日本語教育研究協議会の開催等による地域における日本語教育の充実

・ 日本語教育に関する省庁連携基盤整備事業の推進・ 日本語教育に関する省庁連携基盤整備事業の推進

子どもの教育のあり方子どもの教育のあり方

平成2年の入管法改正法の施行前後から，日本での活動に制限の無い「身分又は地位に基づく在留平成2年の入管法改正法の施行前後から，日本での活動に制限の無い「身分又は地位に基づく在留

資格」で滞在する外国人が増加し定住化が進む中で，子どもの教育についても，日本語能力の不足や，資格」で滞在する外国人が増加し定住化が進む中で，子どもの教育についても，日本語能力の不足や，

不就学等の様々な問題が生じてきている。不就学等の様々な問題が生じてきている。

外国人の子どもの就学機会を保障し，日本で生活していくために必要となる日本語や知識・技能を外国人の子どもの就学機会を保障し，日本で生活していくために必要となる日本語や知識・技能を

習得させるため，公立学校での受入体制の整備，保護者への意識啓発も含めた不登校・不就学への対

応，キャリア教育の充実等，子どもへの教育支援を推進する。

（主な取組）

・ 定住外国人の子どもの就学支援

・ 外国人の子どもの状況の把握

・ 日本語指導が必要な外国人児童生徒等への学習支援・ 日本語指導が必要な外国人児童生徒等への学習支援

・ 帰国・外国人児童生徒の公立学校での受入体制の整備・ 帰国・外国人児童生徒の公立学校での受入体制の整備

・ 日本語能力の測定方法等の普及・活用・ 日本語能力の測定方法等の普及・活用

・ 教員等に対する研修等の実施・ 教員等に対する研修等の実施

・ 高等学校の授業料等に関する支援・ 高等学校の授業料等に関する支援

・ キャリア教育の充実・ キャリア教育の充実
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日本語教育の推進に関する各種提言等について（１２）日本語教育の推進に関する各種提言等について（１２）

外国人との共生社会の実現に向けて（中間的整理）外国人との共生社会の実現に向けて（中間的整理）

各論
【平成24年8月27日 「外国人との共生社会」実現検討会議】 ５／５

各論

雇用・労働環境のあり方

日本で生活する外国人が，地域社会の中で自立した生活を営むためには安定した雇用に就くことが日本で生活する外国人が，地域社会の中で自立した生活を営むためには安定した雇用に就くことが

重要である。とくに平成20年秋以降の世界的な経済危機により，それまで多くが派遣・請負の形態で重要である。とくに平成20年秋以降の世界的な経済危機により，それまで多くが派遣・請負の形態で

就労していたブラジル人，ペルー人などの日系人をはじめ日本語で生活することが困難な定住外国人就労していたブラジル人，ペルー人などの日系人をはじめ日本語で生活することが困難な定住外国人

について，それまでの形態での就労が不可能になり，さらに日本語能力が不十分であることなどからについて，それまでの形態での就労が不可能になり，さらに日本語能力が不十分であることなどから

再就職も難しく，生活困難な状況に置かれる者が増加した。そのため，関係法令に基づく職場におけ再就職も難しく，生活困難な状況に置かれる者が増加した。そのため，関係法令に基づく職場におけ

る外国人の適正な労働条件の確保，就労に必要な日本語や日本の文化慣習の習得，従来型の製造業だる外国人の適正な労働条件の確保，就労に必要な日本語や日本の文化慣習の習得，従来型の製造業だ

けではない幅広い分野での就労に向けた職業訓練の実施等を推進する。けではない幅広い分野での就労に向けた職業訓練の実施等を推進する。

また，グローバル化が進展する中で，日本の経済活力と潜在成長力を高めるためには，国内人材のまた，グローバル化が進展する中で，日本の経済活力と潜在成長力を高めるためには，国内人材の

活用だけでなく，外国人ならではの発想や知識・技術などを持った高度外国人材を活用するという視活用だけでなく，外国人ならではの発想や知識・技術などを持った高度外国人材を活用するという視

点が必要であることから，高度外国人材にふさわしい魅力ある就労環境の整備を行う。点が必要であることから，高度外国人材にふさわしい魅力ある就労環境の整備を行う。

（主な取組）（主な取組）

・ 外国人を雇用する企業等への指導，周知・啓発等（関係法令に基づく適正な労働条件の確保，労・ 外国人を雇用する企業等への指導，周知・啓発等（関係法令に基づく適正な労働条件の確保，労

働条件の向上，労働保険の適用促進等）働条件の向上，労働保険の適用促進等）

・ 仕事に必要な日本語コミュニケーション能力の向上などを図る研修や，職業に必要な知識・技能・ 仕事に必要な日本語コミュニケーション能力の向上などを図る研修や，職業に必要な知識・技能

を身につけるための職業教育，職業訓練等による外国人離職者の雇用促進を身につけるための職業教育，職業訓練等による外国人離職者の雇用促進

・ 高度外国人材活用に向けた就労環境の整備・ 高度外国人材活用に向けた就労環境の整備

情報の多言語化，外国人への分かりやすい情報提供のあり方情報の多言語化，外国人への分かりやすい情報提供のあり方

日本語習得のための環境整備の一方で，その習得に時間がかかる外国人がいることも想定される。日本語習得のための環境整備の一方で，その習得に時間がかかる外国人がいることも想定される。

このため，必要な情報については，多言語化する必要があり，特に東日本大震災発生時の，外国人がこのため，必要な情報については，多言語化する必要があり，特に東日本大震災発生時の，外国人が

多く住む地方自治体での体験を踏まえ，災害発生時など緊急時の外国人への分かりやすい多言語情報多く住む地方自治体での体験を踏まえ，災害発生時など緊急時の外国人への分かりやすい多言語情報

提供体制を構築する。提供体制を構築する。

外国人が地域社会に順応しやすいよう，入国前後における各種手続の機会を捉えて，日本の生活習外国人が地域社会に順応しやすいよう，入国前後における各種手続の機会を捉えて，日本の生活習

慣，文化，制度等に関する情報を外国人に対して多言語で提供する。慣，文化，制度等に関する情報を外国人に対して多言語で提供する。

我が国の交通ルールをより理解した上で，社会参加に有用な資格でもある運転免許を取得できるよう，我が国の交通ルールをより理解した上で，社会参加に有用な資格でもある運転免許を取得できるよう，

学科試験の多言語化を進める。学科試験の多言語化を進める。

（主な取組）（主な取組）

・ 定住外国人施策ポータルサイトの掲載・ 定住外国人施策ポータルサイトの掲載

・ 緊急時の外国人への多言語情報提供体制の構築・ 緊急時の外国人への多言語情報提供体制の構築

・ 入国前の外国人に対する情報提供の推進・ 入国前の外国人に対する情報提供の推進

・ 運転免許試験における外国語の学科試験の推進・ 運転免許試験における外国語の学科試験の推進
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「外国人との共生社会」実現検討会議について「外国人との共生社会」実現検討会議について

「外国人との共生社会」実現検討会議の開催について

平成２４年５月２４日平成２４年５月２４日
内閣総理大臣決裁内閣総理大臣決裁

１．日本で生活する外国人との共生社会の実現に向けた環境整備に関する諸問題について，関係

省庁の密接な連携の下に総合的な検討を進めるとともに，関連施策について政府全体としての

取組を推進するため，「外国人との共生社会」実現検討会議（以下「検討会議」という。）を

開催する。

２．検討会議の構成員は，次のとおりとする。ただし，議長は，必要があると認めるときは，関

係者に出席を求めることができる。

議 長 外国人労働者問題を担当する国務大臣議 長 外国人労働者問題を担当する国務大臣

構 成 員 内閣府副大臣構 成 員 内閣府副大臣

総務副大臣総務副大臣

法務副大臣法務副大臣

外務副大臣外務副大臣

財務副大臣財務副大臣

文部科学副大臣文部科学副大臣

厚生労働副大臣厚生労働副大臣

農林水産副大臣農林水産副大臣

経済産業副大臣経済産業副大臣

国土交通副大臣国土交通副大臣

警察庁次長警察庁次長

（注）内閣府副大臣及び複数置かれる各省副大臣については，それぞれ内閣総理大臣及び各（注）内閣府副大臣及び複数置かれる各省副大臣については，それぞれ内閣総理大臣及び各

省大臣の指名する者とする。省大臣の指名する者とする。

３．関係省庁間の事務を調整し，この会議を補佐するため，関係行政機関の実務担当者による会３．関係省庁間の事務を調整し，この会議を補佐するため，関係行政機関の実務担当者による会

議を随時開催する。議を随時開催する。

４．検討会議の庶務は，関係行政機関の協力を得て，内閣官房において処理する。４．検討会議の庶務は，関係行政機関の協力を得て，内閣官房において処理する。

５．前各項に定めるもののほか，検討会議の運営に関する事項その他必要な事項は，議長が定め５．前各項に定めるもののほか，検討会議の運営に関する事項その他必要な事項は，議長が定め

る。
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「外国人との共生社会」実現検討会議について「外国人との共生社会」実現検討会議について

※以下，「外国人との共生社会」実現検討会議（第１回：平成24年5月24日）の資料２「外国人との共生社会の実現に向けた主な論点，検討※以下，「外国人との共生社会」実現検討会議（第１回：平成24年5月24日）の資料２「外国人との共生社会の実現に向けた主な論点，検討
課題（例）」より「１ 問題意識」「２ 主な論点（例）」「論点ごとの主な検討課題（例）について（①日本語で生活できるために必要な
施策のあり方）」の部分のみ抜粋。施策のあり方）」の部分のみ抜粋。

外国人との共生社会の実現に向けた主な論点、検討課題（例）外国人との共生社会の実現に向けた主な論点、検討課題（例）

１ 問題意識

○ 少子高齢化（人口減少）が進む一方、経済のグローバル化が進展し、人の国際移動も活発化する中で、○ 少子高齢化（人口減少）が進む一方、経済のグローバル化が進展し、人の国際移動も活発化する中で、

我が国社会の活力の維持向上を図るためには、高度人材を中心に外国人労働者の活力（ダイナミズ我が国社会の活力の維持向上を図るためには、高度人材を中心に外国人労働者の活力（ダイナミズ

ム）を取り込むという視点とともに、外国人を含めたすべての人が能力を最大限に発揮できる社会づくり

が不可欠ではないか。

○ 一方、我が国で生活している外国人については依然として生活・教育・就労面等での問題が存在し、このよう

な状況が拡大することは、社会的コストの増大や、国際社会における開かれた国としての評価を低下さ

せることにもつながるのではないか。せることにもつながるのではないか。

○ 我が国で生活している外国人に対しては、「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」や○ 我が国で生活している外国人に対しては、「『生活者としての外国人』に関する総合的対応策」や

「日系定住外国人施策に関する行動計画」等に基づき、種々の環境整備を図ってきているところであるが、「日系定住外国人施策に関する行動計画」等に基づき、種々の環境整備を図ってきているところであるが、

より積極的に、体系的・総合的な取組を進めていくことが必要ではないか。それが、外国の優れた人材を我より積極的に、体系的・総合的な取組を進めていくことが必要ではないか。それが、外国の優れた人材を我

が国に呼び込み、開かれた国としての評価を高めることにもつながるのではないか。が国に呼び込み、開かれた国としての評価を高めることにもつながるのではないか。

○ また、少子高齢化（人口減少）社会の進展に対しては、少子化対策を推進するとともに、若者・女○ また、少子高齢化（人口減少）社会の進展に対しては、少子化対策を推進するとともに、若者・女

性・高齢者の労働市場への参加を一層促進することが何より重要であるが、より中長期的観点からは、

外国人労働者の受入れのあり方についても議論すべき時期にきているのではないか。

○ 外国人労働者の受入れのあり方は、国民生活全体に関わる大きなテーマであり、しっかりとした国民

的議論の下に、コンセンサスを得ていくべき問題であるが、中長期的な将来の国の形、我が国のあるべ

き将来像と併せ、国民的議論を活性化していく必要があるのではないか。き将来像と併せ、国民的議論を活性化していく必要があるのではないか。
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「外国人との共生社会」実現検討会議について「外国人との共生社会」実現検討会議について

※以下，「外国人との共生社会」実現検討会議（第１回：平成24年5月24日）の資料２「外国人との共生社会の実現に向けた主な論点，検討※以下，「外国人との共生社会」実現検討会議（第１回：平成24年5月24日）の資料２「外国人との共生社会の実現に向けた主な論点，検討
課題（例）」より「１ 問題意識」「２ 主な論点（例）」「論点ごとの主な検討課題（例）について（①日本語で生活できるために必要な
施策のあり方）」の部分のみ抜粋。施策のあり方）」の部分のみ抜粋。

外国人との共生社会の実現に向けた主な論点、検討課題（例）外国人との共生社会の実現に向けた主な論点、検討課題（例）

２ 主な論点（例）

Ⅰ 外国人との共生社会の実現に向けた基本的な考え方＜総論＞（例）

２ 主な論点（例）

Ⅰ 外国人との共生社会の実現に向けた基本的な考え方＜総論＞（例）

○最近（経済危機後）の外国人を取り巻く状況○最近（経済危機後）の外国人を取り巻く状況
○目指すべき共生社会のあり方
○社会的統合（あるいは多文化共生）の意義や内容

（どこまでの社会的統合（あるいは多文化共生）を求めるのか。）（どこまでの社会的統合（あるいは多文化共生）を求めるのか。）
○共生社会政策の基本理念，基本的考え方○共生社会政策の基本理念，基本的考え方
○国，自治体，企業等の役割（分担）や連携○国，自治体，企業等の役割（分担）や連携
○共生社会実現に伴う社会的コストとベネフィット
○諸外国の経験や国際比較○諸外国の経験や国際比較
○総合的・体系的な推進体制，推進方策○総合的・体系的な推進体制，推進方策
○外国人受入れのあり方も日本社会の「グランドデザイン」に関する国民的議論の活性化方策や留意点○外国人受入れのあり方も日本社会の「グランドデザイン」に関する国民的議論の活性化方策や留意点

Ⅱ 外国人との共生社会の実現に向けた主な論点＜各論＞（例）Ⅱ 外国人との共生社会の実現に向けた主な論点＜各論＞（例）

①日本語で生活できるために必要な施策のあり方，②子どもの教育のあり方，③雇用・労働環境のあり①日本語で生活できるために必要な施策のあり方，②子どもの教育のあり方，③雇用・労働環境のあり
方，④医療，社会保障のあり方，⑤居住の安定確保のあり方，⑥治安問題への対応のあり方，⑦情報の方，④医療，社会保障のあり方，⑤居住の安定確保のあり方，⑥治安問題への対応のあり方，⑦情報の
多言語化，外国人への情報提供のあり方，⑧互いの文化尊重，理解促進のあり方，⑨地方自治体との連
携，負担のあり方，⑩その他

（別添）論点ごとの主な検討課題（例）について
（注）以降については，主な検討課題を例示的に示したものであり，議論はこれに限られるものではない。

①日本語で生活できるために必要な施策のあり方①日本語で生活できるために必要な施策のあり方
（背景）

・ 日本で生活する外国人が，安定して就労し，暮らしていくためには，日本語の習得が不可欠

であり，円滑に日本社会の一員として生活を送ることができるよう，日本語教育を総合的にであり，円滑に日本社会の一員として生活を送ることができるよう，日本語教育を総合的に

推進することが必要ではないか。推進することが必要ではないか。

・ 外国人に日本語学習機会を提供し，日本語修得を促していくことが必要ではないか。・ 外国人に日本語学習機会を提供し，日本語修得を促していくことが必要ではないか。

・ 大学や日本語学校等と連携しながら，日本語能力評価基準等の周知・活用を図ることが必要・ 大学や日本語学校等と連携しながら，日本語能力評価基準等の周知・活用を図ることが必要

ではないか。ではないか。

・ 各地域のＮＰＯや国際交流協会が運営する「日本語教室」は地域のボランティアによって運

営されていることも多く，底上げのための支援策が必要ではないか。

主な検討課題（例）主な検討課題（例）

・ 外国人の日本語修得の促進・ 外国人の日本語修得の促進

・ 日本語能力評価基準等の周知・活用

・ 地域における日本語教育の推進体制の充実

・ 日本語教師等の養成・ 日本語教師等の養成

・ 外国人に対して，日本語修得を義務付けることについてどう考えるか・ 外国人に対して，日本語修得を義務付けることについてどう考えるか
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１．文部科学省設置法 【平成十一年七月十六日 法律第九十六号】１．文部科学省設置法 【平成十一年七月十六日 法律第九十六号】

（所掌事務）

第四条 文部科学省は，前条の任務を達成するため，次に掲げる事務をつかさどる。

三十六 外国人に対する日本語教育に関すること（外交政策に係るものを除く。）。

八十五 国語の改善及びその普及に関すること。

２．文部科学省組織令 【平成十二年六月七日 政令第二百五十一号】２．文部科学省組織令 【平成十二年六月七日 政令第二百五十一号】

（文化部の所掌事務）（文化部の所掌事務）

第九十六条 文化部は，次に掲げる事務をつかさどる。第九十六条 文化部は，次に掲げる事務をつかさどる。

八 国語の改善及びその普及に関すること。八 国語の改善及びその普及に関すること。

九 外国人に対する日本語教育に関すること（外交政策に係るもの並びに初等中等教育局及九 外国人に対する日本語教育に関すること（外交政策に係るもの並びに初等中等教育局及

び高等教育局の所掌に属するものを除く。）。び高等教育局の所掌に属するものを除く。）。

（国語課の所掌事務）

第百五条 国語課は，次に掲げる事務をつかさどる。

一 国語の改善及びその普及に関すること。

二 外国人に対する日本語教育に関すること（外交政策に係るもの並びに初等中等教育局及

び高等教育局の所掌に属するものを除く。）。
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文化芸術振興基本法文化芸術振興基本法
【平成十三年十二月七日 法律第百四十八号】【平成十三年十二月七日 法律第百四十八号】

前文前文

文化芸術を創造し，享受し，文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは，人々の変わらない文化芸術を創造し，享受し，文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは，人々の変わらない

願いである。また，文化芸術は，人々の創造性をはぐくみ，その表現力を高めるとともに，人々の

心のつながりや相互に理解し尊重し合う土壌を提供し，多様性を受け入れることができる心豊かな

社会を形成するものであり，世界の平和に寄与するものである。更に，文化芸術は，それ自体が固社会を形成するものであり，世界の平和に寄与するものである。更に，文化芸術は，それ自体が固

有の意義と価値を有するとともに，それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころ有の意義と価値を有するとともに，それぞれの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころ

として重要な意味を持ち，国際化が進展する中にあって，自己認識の基点となり，文化的な伝統をとして重要な意味を持ち，国際化が進展する中にあって，自己認識の基点となり，文化的な伝統を

尊重する心を育てるものである。尊重する心を育てるものである。

我々は，このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく，心豊かな活力ある社会の

形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。

しかるに，現状をみるに，経済的な豊かさの中にありながら，文化芸術がその役割を果たすことしかるに，現状をみるに，経済的な豊かさの中にありながら，文化芸術がその役割を果たすこと

ができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えたができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはいえない。二十一世紀を迎えた

今，これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し，発展させるとともに，独創性のある新たな今，これまで培われてきた伝統的な文化芸術を継承し，発展させるとともに，独創性のある新たな

文化芸術の創造を促進することは，我々に課された緊要な課題となっている。文化芸術の創造を促進することは，我々に課された緊要な課題となっている。

このような事態に対処して，我が国の文化芸術の振興を図るためには，文化芸術活動を行う者の

自主性を尊重することを旨としつつ，文化芸術を国民の身近なものとし，それを尊重し大切にする

よう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。よう包括的に施策を推進していくことが不可欠である。

ここに，文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向を示し，文化芸術の振興にここに，文化芸術の振興についての基本理念を明らかにしてその方向を示し，文化芸術の振興に

関する施策を総合的に推進するため，この法律を制定する。関する施策を総合的に推進するため，この法律を制定する。
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文化芸術振興基本法
【平成十三年十二月七日 法律第百四十八号】

第一章 総則第一章 総則

（目的）（目的）

第一条第一条

この法律は，文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ，文化芸術のこの法律は，文化芸術が人間に多くの恵沢をもたらすものであることにかんがみ，文化芸術の

振興に関し，基本理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに，文化

芸術の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより，文化芸術に関する活動（以下

「文化芸術活動」という。）を行う者（文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）の自主的「文化芸術活動」という。）を行う者（文化芸術活動を行う団体を含む。以下同じ。）の自主的

な活動の促進を旨として，文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り，もって心豊かなな活動の促進を旨として，文化芸術の振興に関する施策の総合的な推進を図り，もって心豊かな

国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。国民生活及び活力ある社会の実現に寄与することを目的とする。

（基本理念）（基本理念）

第二条

文化芸術の振興に当たっては，文化芸術活動を行う者の自主性が十分に尊重されなければなら

ない。ない。

２ 文化芸術の振興に当たっては，文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに，２ 文化芸術の振興に当たっては，文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともに，

その地位の向上が図られ，その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。その地位の向上が図られ，その能力が十分に発揮されるよう考慮されなければならない。

３ 文化芸術の振興に当たっては，文化芸術を創造し，享受することが人々の生まれながらの権利３ 文化芸術の振興に当たっては，文化芸術を創造し，享受することが人々の生まれながらの権利

であることにかんがみ，国民がその居住する地域にかかわらず等しく，文化芸術を鑑賞し，これ

に参加し，又はこれを創造することができるような環境の整備が図られなければならない。

４ 文化芸術の振興に当たっては，我が国において，文化芸術活動が活発に行われるような環境を４ 文化芸術の振興に当たっては，我が国において，文化芸術活動が活発に行われるような環境を

醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ，ひいては世界の文化芸術の発展に資するもの醸成することを旨として文化芸術の発展が図られ，ひいては世界の文化芸術の発展に資するもの

であるよう考慮されなければならない。であるよう考慮されなければならない。

５ 文化芸術の振興に当たっては，多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。５ 文化芸術の振興に当たっては，多様な文化芸術の保護及び発展が図られなければならない。

６ 文化芸術の振興に当たっては，地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮す６ 文化芸術の振興に当たっては，地域の人々により主体的に文化芸術活動が行われるよう配慮す

るとともに，各地域の歴史，風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならな

い。

７ 文化芸術の振興に当たっては，我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう，文化芸術に係７ 文化芸術の振興に当たっては，我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう，文化芸術に係

る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。る国際的な交流及び貢献の推進が図られなければならない。

８ 文化芸術の振興に当たっては，文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう８ 文化芸術の振興に当たっては，文化芸術活動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう

十分配慮されなければならない。十分配慮されなければならない。

（国語についての理解）

第十八条

国は，国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ，国語について正しい理解を深めるた国は，国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ，国語について正しい理解を深めるた

め，国語教育の充実，国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるもめ，国語教育の充実，国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるも

のとする。のとする。

（日本語教育の充実）

第十九条

国は，外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう，外国人に対する日本語教育国は，外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう，外国人に対する日本語教育

の充実を図るため，日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備，日本語教育に関すの充実を図るため，日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備，日本語教育に関す

る教材の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。る教材の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。
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文化芸術の振興に関する基本的な方針（第3次基本方針）

【平成二十三年二月八日 閣議決定】【平成二十三年二月八日 閣議決定】
第３ 文化芸術振興に関する基本的施策第３ 文化芸術振興に関する基本的施策
１．文化芸術振興の意義１．文化芸術振興の意義

文化芸術は，最も広義の「文化」と捉えれば，人間の自然との関わりや風土の中で生まれ，育ち，
身に付けていく立ち居振る舞いや，衣食住をはじめとする暮らし，生活様式，価値観など，およそ
人間と人間の生活に関わる総体を意味する。他方で，「人間が理想を実現していくための精神活動人間と人間の生活に関わる総体を意味する。他方で，「人間が理想を実現していくための精神活動
及びその成果」という視点で捉えると，その意義については，次のように整理できる。及びその成果」という視点で捉えると，その意義については，次のように整理できる。

[1]豊かな人間性を涵(かん) 養し，創造力と感性を育むなど，人間が人間らしく生きるための糧[1]豊かな人間性を涵(かん) 養し，創造力と感性を育むなど，人間が人間らしく生きるための糧
となるものであり，[2]他者と共感し合う心を通じて意思疎通を密なものとし，人間相互の理解をとなるものであり，[2]他者と共感し合う心を通じて意思疎通を密なものとし，人間相互の理解を
促進するなど，共に生きる社会の基盤を形成するものである。また，[3]新たな需要や高い付加価
値を生み出し，質の高い経済活動を実現するとともに，[4]科学技術の発展と情報化の進展が目覚
ましい現代社会において，人間尊重の価値観に基づく人類の真の発展に貢献するものである。さらましい現代社会において，人間尊重の価値観に基づく人類の真の発展に貢献するものである。さら
には，[5]文化の多様性を維持し，世界平和の礎となるものである。には，[5]文化の多様性を維持し，世界平和の礎となるものである。

このような文化芸術は，人々が真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していく上でこのような文化芸術は，人々が真にゆとりと潤いを実感できる心豊かな生活を実現していく上で
不可欠なものであると同時に，個人としての，また様々なコミュニティの構成員としての誇りやア
イデンティティを形成する，何物にも代え難い心のよりどころとなるものであって，国民全体の社
会的財産である。会的財産である。

また，文化芸術は，創造的な経済活動の源泉であるとともに，人々を惹き付ける魅力や社会へのまた，文化芸術は，創造的な経済活動の源泉であるとともに，人々を惹き付ける魅力や社会への
影響力をもつ「ソフトパワー」であり，持続的な経済発展や国際協力の円滑化の基盤ともなること影響力をもつ「ソフトパワー」であり，持続的な経済発展や国際協力の円滑化の基盤ともなること
から，我が国の国力を高めるものとして位置付けておかなければならない。から，我が国の国力を高めるものとして位置付けておかなければならない。

我が国は，このような認識の下，心豊かな国民生活を実現するとともに，活力ある社会を構築し
て国力の増進を図るため，文化芸術の振興を国の政策の根幹に据え，今こそ新たな「文化芸術立
国」を目指すべきである。国」を目指すべきである。

６．日本語教育の普及及び充実６．日本語教育の普及及び充実
近年，日本語を学習する外国人は国内外ともに増加しており，また，学習の目的も多様化してい近年，日本語を学習する外国人は国内外ともに増加しており，また，学習の目的も多様化してい

る。このような学習需要や社会の変化に対応し，外国人の我が国及び我が国の文化芸術に対する理
解の増進に資するよう，次の施策を講ずる。

その際，我が国の日本語教育施策を効果的・効率的に実施するため，関係府省・関係機関が連携その際，我が国の日本語教育施策を効果的・効率的に実施するため，関係府省・関係機関が連携
して日本語教育を総合的に推進する体制の整備・充実を図る。して日本語教育を総合的に推進する体制の整備・充実を図る。

●国内における日本語教育を受ける対象者の拡大に対応するため，日本語教育の指導内容・方
法等の調査研究，日本語教育教材等の開発及び提供，日本語教育に携わる者の養成及び研修
など日本語教育の充実を図る。など日本語教育の充実を図る。

●地方公共団体等の関係機関や日本語ボランティア等との連携・協力により，地域の実情に応●地方公共団体等の関係機関や日本語ボランティア等との連携・協力により，地域の実情に応
じた日本語教室の開設や，幅広い知識や能力を持つ日本語指導者・ボランティアやコーディじた日本語教室の開設や，幅広い知識や能力を持つ日本語指導者・ボランティアやコーディ
ネーターの養成及び研修など，地域における日本語教育の充実を図る。その際，特に国内に
居住する外国人の生活への総合的支援の一環として，日常生活に必要とされる日本語能力の
向上を図る。向上を図る。

●海外における日本語学習の広がりに応えるため，日本語教員等の海外派遣・招聘研修を推進●海外における日本語学習の広がりに応えるため，日本語教員等の海外派遣・招聘研修を推進
するとともに，インターネット等の情報通信技術を活用した日本語教材・日本語教育関係情するとともに，インターネット等の情報通信技術を活用した日本語教材・日本語教育関係情
報の提供を推進する。
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日本語教育の必要性等に関する調査結果について日本語教育の必要性等に関する調査結果について

外国人労働者の受入れに関する世論調査外国人労働者の受入れに関する世論調査

【平成16年5月 内閣府】
１．調査対象 （１）母集団 全国20歳以上の者 （２）標本数 3,000人１．調査対象 （１）母集団 全国20歳以上の者 （２）標本数 3,000人

（３）抽出方法 層化２段無作為抽出法（３）抽出方法 層化２段無作為抽出法
２．調査方法 調査員による個別面接聴取（※平成16年5月13日～5月23日に実施）２．調査方法 調査員による個別面接聴取（※平成16年5月13日～5月23日に実施）
３．回収結果 有効回収数（率）2,075人（69.2％）

●外国人労働者に求めるもの

●単純労働者の受入れを認める際の条件●単純労働者の受入れを認める際の条件
（「女性や高齢者など国内の労働力の活用を優先し，そ
れでも労働力が不足する分野には単純労働者を受けれでも労働力が不足する分野には単純労働者を受け
入れる」と答えた者に，複数回答。）

●単純労働者の社会的費用の負担

（「女性や高齢者など国内の労働力の活用を優先し，それでも労働力が不足する分野には単純
労働者を受け入れる」，「特に条件を付けずに単純労働者を幅広く受け入れる」と答えた者に）労働者を受け入れる」，「特に条件を付けずに単純労働者を幅広く受け入れる」と答えた者に）
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日本語教育の必要性等に関する調査結果について日本語教育の必要性等に関する調査結果について

労働者の国際移動に関する世論調査労働者の国際移動に関する世論調査

【平成22年7月 内閣府】

１．調査対象 （１）母集団 全国20歳以上の者 （２）標本数 3,000人
（３）抽出方法 層化２段無作為抽出法

２．調査方法 調査員による個別面接聴取（※平成22年7月15日～7月25日に実施）２．調査方法 調査員による個別面接聴取（※平成22年7月15日～7月25日に実施）
３．回収結果 有効回収数（率）1,913人（63.8％）３．回収結果 有効回収数（率）1,913人（63.8％）

●外国人労働者に求めること「日本語能力」●外国人労働者に求めること「日本語能力」

●外国人労働者に求めること「日本の文化に対する理解」

●外国人労働者に求めること「日本の習慣に対する理解」●外国人労働者に求めること「日本の習慣に対する理解」

●外国人労働者に求めること「専門的な技術，知識」●外国人労働者に求めること「専門的な技術，知識」
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日本語教育の必要性等に関する調査結果について日本語教育の必要性等に関する調査結果について

国語に関する世論調査国語に関する世論調査

【平成22年5月 文化庁】

１．調査対象 （１）母集団 全国16歳以上の者 （２）標本数 3,000人
（３）抽出方法 層化２段無作為抽出法

２．調査方法 調査員による個別面接聴取（※平成23年2月）２．調査方法 調査員による個別面接聴取（※平成23年2月）
３．回収結果 有効回収数（率）2,104人（60.4％）３．回収結果 有効回収数（率）2,104人（60.4％）

●日本に在住する外国人はどの程度日本語の会話ができるといいか

日本語で会話が

●日本に在住する外国人はどの程度日本語の会話ができるといいか

仕事や学校生活が

できなくてもよい

仕事や学校生活が
円滑に行える程度 どれに近いと

も言えない

日本人と 簡単な挨拶が

も言えない

分からない

日本人と
同程度

簡単な挨拶が
できる程度日常生活に困らない程度

(%)
1.7

1.7 10.7 71.1 11.2
1.7

1.1

2.5(n=2,104)
1.1

●日本に在住する外国人はどの程度日本語の読み書きができるといいか

日本語で読み書きが
できなくてもよい

仕事や学校生活が

できなくてもよい

どれに近いと

平仮名・片仮名

仕事や学校生活が
円滑に行える程度

どれに近いと
も言えない

日本人と
同程度

平仮名・片仮名
の読み書きがで

分からない同程度
の読み書きがで
きる程度日常生活に困らない程度

(%)
0.7 6.7

3.210.3 56.2 21.2
1.7

3.2(n=2,104)
1.7

(%)0 10 20 30 40 50 60

●日本に在住する外国人が日本語能力を身に付けるために必要な取組

無料の日本語学習機会（例：ボランティ

(%)0 10 20 30 40 50 60

無料の日本語学習機会（例：ボランティ
アによる日本語教室等）の充実を図る 48.3

国や地方公共団体が日本語の学習機会を
提供する 36.5提供する

友人・家族など身近な人が日本語を
33.7

教える

来日前に日本語を学習しておくなど，

33.7

来日前に日本語を学習しておくなど，
外国人自身がもっと努力する

27.1

外国人受入団体・企業が受入プログラム
の一環として日本語学習機会を提供する

25.2
の一環として日本語学習機会を提供する

有料の日本語学習機会（例：大学，日本
11.1

有料の日本語学習機会（例：大学，日本
語学校等）の充実を図る

11.1

特に特別な取組は必要ない 6.8 (n=2,104)

その他 0.4その他

分からない

0.4

6.5分からない 6.5
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国語分科会日本語教育小委員会における審議について
―日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討―

【平成21年1月27日 文化審議会国語分科会】 １／２【平成21年1月27日 文化審議会国語分科会】 １／２

（※以下，各機関の役割分担の部分のみ抜粋）

Ⅰ 地域における日本語教育の体制整備について

１ 各機関の役割分担

日本語教育関係機関の役割分担として，まず，国，都道府県，市町村がそれぞれ担うべき役割

を以下のように整理した。

（１）国の担うべき役割

地域における日本語教育の振興を図るため，国においては，以下のような役割を担う必要があ地域における日本語教育の振興を図るため，国においては，以下のような役割を担う必要があ

る。なお，この場合，「国」とは，基本的に日本国内における「生活者としての外国人」に対する。なお，この場合，「国」とは，基本的に日本国内における「生活者としての外国人」に対す

る日本語教育を振興する立場にある文化庁のことを指している。る日本語教育を振興する立場にある文化庁のことを指している。

○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目標及び標準的な内容・方法，さらには，地○「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目標及び標準的な内容・方法，さらには，地

域における日本語教育の体制整備の在り方を，指針として示すこと。域における日本語教育の体制整備の在り方を，指針として示すこと。

○この指針を踏まえつつ，「生活者としての外国人」に対する日本語教育に係る日本語能力の測○この指針を踏まえつつ，「生活者としての外国人」に対する日本語教育に係る日本語能力の測

定方法及び指導力の評価方法についても，一定の指針を示すこと。定方法及び指導力の評価方法についても，一定の指針を示すこと。

○指針として国が示す「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法を地○指針として国が示す「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法を地

域で実践するためには，大学，研究機関，日本語教育機関及び地域のボランティア団体その他域で実践するためには，大学，研究機関，日本語教育機関及び地域のボランティア団体その他

関係団体の協力を得て，その指針を地域の特性に応じて具体化することが必要であることから，関係団体の協力を得て，その指針を地域の特性に応じて具体化することが必要であることから，

都道府県及び市町村と連携してそれを担う人材を養成すること。都道府県及び市町村と連携してそれを担う人材を養成すること。

○地域に日本語教室が開設されていないという状況や，日本語教室は開設されていてもその内容○地域に日本語教室が開設されていないという状況や，日本語教室は開設されていてもその内容

が地域の外国人のニーズにそぐわないなどの状況を改善し，学習者のニーズにこたえることがが地域の外国人のニーズにそぐわないなどの状況を改善し，学習者のニーズにこたえることが

できるよう，適切な財政支援を行うなど地域における日本語学習の環境整備のための支援を行できるよう，適切な財政支援を行うなど地域における日本語学習の環境整備のための支援を行

うこと。うこと。

○指針として国が示す「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法につ○指針として国が示す「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法につ

いて，地域の日本語教育の指導者に適切に指導助言できる「指導者の指導者」を養成すること。いて，地域の日本語教育の指導者に適切に指導助言できる「指導者の指導者」を養成すること。

以上のほか，国は，「生活者としての外国人」の日本語学習の動機付けとなる奨励措置を検討以上のほか，国は，「生活者としての外国人」の日本語学習の動機付けとなる奨励措置を検討

し，提示することが期待される。これには，直接学習者に対するものと日本語教育の実施機関等し，提示することが期待される。これには，直接学習者に対するものと日本語教育の実施機関等

に対するものが含まれると考えられる。に対するものが含まれると考えられる。



P.37

（２）都道府県の担うべき役割 ２／２（２）都道府県の担うべき役割

都道府県においては，域内の市町村の状況を踏まえつつ，必要に応じ，国との連絡調整を行う都道府県においては，域内の市町村の状況を踏まえつつ，必要に応じ，国との連絡調整を行う

立場から，以下のような役割を担う必要がある。なお，政令指定都市については，（３）で述べ

る「市町村の担うべき役割」に加え，都道府県に準じて，これらの役割を果たすことが期待され

る。

○それぞれの実情に応じた域内の日本語教育の体制整備を行うこと。

○指針として国が示す「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法を

参考に，それぞれの実情に応じた日本語教育の内容・方法を検討・調整すること。

○域内の市町村において，日本語教育を事業化し推進できる人材を，市町村と連携して養成す

ること。

また，各都道府県は，域内の状況によって，近接する都道府県と協力して施策を展開するなど，また，各都道府県は，域内の状況によって，近接する都道府県と協力して施策を展開するなど，

相互の連携協力を図ることについても検討する必要がある。相互の連携協力を図ることについても検討する必要がある。

以上のほか，地域における日本語教育の体制整備に当たって都道府県が担うべき具体的役割と以上のほか，地域における日本語教育の体制整備に当たって都道府県が担うべき具体的役割と

しては，例えば以下のようなものが考えられる。しては，例えば以下のようなものが考えられる。

○学習者の背景・ニーズや教室数・講師数など，域内の日本語教育に関する実態把握を行うこ

と。

○域内関係者の連絡会議を開催すること。

○他事業との連携協力や活動内容の広報を行うこと。

（３）市町村の担うべき役割

市町村においては，日本語教育の現場を抱える立場から，以下のような役割を担う必要がある。

○都道府県が検討・調整した日本語教育の内容・方法を，現場の実情に沿って具体的に編成・○都道府県が検討・調整した日本語教育の内容・方法を，現場の実情に沿って具体的に編成・

実施すること。実施すること。

○国が養成する「指導者の指導者」を活用するなどして，地域における日本語教育の指導者を○国が養成する「指導者の指導者」を活用するなどして，地域における日本語教育の指導者を

養成すること。養成すること。

以上のほか，地域における日本語教育の体制整備に当たって市町村が担うべき具体的役割とし

ては，例えば以下のようなものが考えられる。

○日本語教室の設置運営を行うこと（教室設置のための学習者のニーズの把握や施設（場所）○日本語教室の設置運営を行うこと（教室設置のための学習者のニーズの把握や施設（場所）

の確保，教室における活動内容の広報，設置した教室における活動の成果の分析・評価などの確保，教室における活動内容の広報，設置した教室における活動の成果の分析・評価など

を含む。）。を含む。）。

○学習者及び指導者からの相談に応ずること。○学習者及び指導者からの相談に応ずること。

○域内外の人材・情報リソース（資源）を活用すること。○域内外の人材・情報リソース（資源）を活用すること。
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国内における日本語学習者の数（日本語教育機関・施設等別，都道府県別）国内における日本語学習者の数（日本語教育機関・施設等別，都道府県別）

※出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」

●日本語教育機関・施設等別の日本語学習者数等 ●都道府県別の日本語学習者数等

※平成23年11月1日現在

●日本語教育機関・施設等別の日本語学習者数等

機関・施

●都道府県別の日本語学習者数等
全体 大学等機関 一般の施設・団体

区分
機関・施
設等数

学習者数 都道府県名

全体 大学等機関 一般の施設・団体
機関・施
設等数

学習者数
機関・施
設等数

学習者数
機関・施
設等数

学習者数設等数

国立 82 12,027

設等数
学習者数

設等数
学習者数

設等数
学習者数

北 海 道 42 1,825 21 945 21 880

大学

国立 82 12,027

公立 31 961

北 海 道 42 1,825 21 945 21 880
青 森 県 11 335 5 191 6 144
岩 手 県 14 265 4 89 10 176大学

私立 307 26,460

計 420 39,448

岩 手 県 14 265 4 89 10 176
宮 城 県 26 1,353 7 491 19 862

大
学
等
機
関

計 420 39,448

国立 0 0

宮 城 県 26 1,353 7 491 19 862
秋 田 県 19 524 4 188 15 336
山 形 県 24 413 4 119 20 294大

学
等
機
関

短期大学
公立 2 3

私立 57 1,015

山 形 県 24 413 4 119 20 294
福 島 県 19 387 4 209 15 178

大
学
等
機
関

短期大学
私立 57 1,015

計 59 1,018

福 島 県 19 387 4 209 15 178
茨 城 県 33 1,436 8 724 25 712
栃 木 県 29 1,227 5 112 24 1,115

大
学
等
機
関

計 59 1,018

高等専門学

国立 48 332

公立 0 0

栃 木 県 29 1,227 5 112 24 1,115
群 馬 県 30 1,775 8 320 22 1,455高等専門学

校
公立 0 0

私立 1 1

群 馬 県 30 1,775 8 320 22 1,455
埼 玉 県 70 5,850 20 1,907 50 3,943
千 葉 県 81 4,732 20 1,270 61 3,462

校 私立 1 1

計 49 333

小計 528 40,799

千 葉 県 81 4,732 20 1,270 61 3,462
東 京 都 311 36,782 93 11,014 218 25,768

小計 528 40,799

都道府県 6 446

東 京 都 311 36,782 93 11,014 218 25,768
神奈川県 96 8,697 14 585 82 8,112
新 潟 県 30 1,194 9 496 21 698

都道府県 6 446

政令指定都市 7 217
新 潟 県 30 1,194 9 496 21 698
富 山 県 19 680 4 201 15 479

地方自治体
中核市 11 167

上記以外 60 4,424

富 山 県 19 680 4 201 15 479
石 川 県 19 1,596 8 1,099 11 497

上記以外 60 4,424
うち外国人集住都市 8 373

福 井 県 14 430 4 115 10 315
山 梨 県 22 921 6 500 16 421

計 84 5,254
都道府県 1 12

山 梨 県 22 921 6 500 16 421
長 野 県 45 1,735 6 309 39 1,426

都道府県 1 12

政令指定都市 14 1,956
岐 阜 県 32 1,785 8 425 24 1,360
静 岡 県 54 4,108 8 694 46 3,414

一
般

教育委員会
中核市 16 698

上記以外 170 6,729

静 岡 県 54 4,108 8 694 46 3,414
愛 知 県 108 7,627 27 2,286 81 5,341一

般
の

教育委員会
上記以外 170 6,729
うち外国人集住都市 10 2,382

三 重 県 30 2,192 8 604 22 1,588
滋 賀 県 24 745 5 77 19 668の

施
設

10 2,382
計 201 9,395

国際交流協会 199 11,866

滋 賀 県 24 745 5 77 19 668
京 都 府 44 4,498 20 2,386 24 2,112

施
設
・
団
体

国際交流協会 199 11,866
法務省告示機関 361 36,746

大 阪 府 144 10,039 31 2,447 113 7,592
兵 庫 県 92 5,453 22 1,390 70 4,063

団
体

法務省告示機関 361 36,746
特定非営利活動法人 51 2,515

14 3,602

兵 庫 県 92 5,453 22 1,390 70 4,063
奈 良 県 19 1,113 7 905 12 208

学校法人・準学校法人 14 3,602
株式会社・有限会社 12 652

和歌山県 8 221 2 51 6 170
鳥 取 県 4 73 3 60 1 13

その他

株式会社・有限会社 12 652
社団法人・財団法人 43 4,592

上記以外の法人 20 2,446

鳥 取 県 4 73 3 60 1 13
島 根 県 15 264 3 66 12 198

上記以外の法人 20 2,446

任意団体 319 10,294

島 根 県 15 264 3 66 12 198
岡 山 県 21 1,206 10 552 11 654
広 島 県 51 2,634 16 841 35 1,793任意団体 319 10,294

計 459 24,101
広 島 県 51 2,634 16 841 35 1,793
山 口 県 19 1,444 12 1,064 7 380

小計 1,304 87,362

合計 1,832 128,161

山 口 県 19 1,444 12 1,064 7 380
徳 島 県 10 249 5 129 5 120
香 川 県 13 428 4 119 9 309合計 1,832 128,161 香 川 県 13 428 4 119 9 309
愛 媛 県 14 471 8 207 6 264愛 媛 県 14 471 8 207 6 264
高 知 県 8 236 3 105 5 131
福 岡 県 83 6,816 26 1,984 57 4,832福 岡 県 83 6,816 26 1,984 57 4,832
佐 賀 県 7 212 3 134 4 78佐 賀 県 7 212 3 134 4 78
長 崎 県 11 849 9 805 2 44
熊 本 県 16 473 5 265 11 208熊 本 県 16 473 5 265 11 208
大 分 県 12 1,876 8 1,767 4 109大 分 県 12 1,876 8 1,767 4 109
宮 崎 県 11 158 6 86 5 72
鹿児島県 12 380 7 273 5 107鹿児島県 12 380 7 273 5 107
沖 縄 県 16 454 8 193 8 261沖 縄 県 16 454 8 193 8 261
合 計 1,832 128,161 528 40,799 1,304 87,362
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国内における日本語学習者の数（出身地域別，国・地域別（上位20か国・地域））国内における日本語学習者の数（出身地域別，国・地域別（上位20か国・地域））

※出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」

※平成23年11月1日現在

●出身地域別の日本語学習者数

全体 大学等機関 一般の施設・団体
アジア地域 104,204 35,556 68,648アジア地域 104,204 35,556 68,648
南アメリカ地域 7,672 210 7,462南アメリカ地域 7,672 210 7,462
ヨーロッパ地域 5,380 2,108 3,272ヨーロッパ地域 5,380 2,108 3,272
北アメリカ地域 5,065 1,648 3,417北アメリカ地域 5,065 1,648 3,417
ロシア・ＮＩＳ諸国 1,051 322 729
大洋州 963 284 679
アフリカ地域 862 262 600アフリカ地域 862 262 600
不明 2,964 409 2,555不明 2,964 409 2,555

合計 128,161 40,799 87,362合計 128,161 40,799 87,362

●国・地域別の日本語学習者数（上位20か国・地域）●国・地域別の日本語学習者数（上位20か国・地域）
全体 大学等機関 一般の施設・団体

中華人民共和国 63,249 23,752 39,497
大韓民国 11,235 4,804 6,431大韓民国 11,235 4,804 6,431
ベトナム社会主義共和国 5,631 1,263 4,368ベトナム社会主義共和国 5,631 1,263 4,368
ブラジル連邦共和国 5,125 99 5,026ブラジル連邦共和国 5,125 99 5,026
フィリピン共和国 4,858 132 4,726フィリピン共和国 4,858 132 4,726
台湾 4,134 1,228 2,906
アメリカ合衆国 3,972 1,393 2,579
タイ王国 2,782 874 1,908タイ王国 2,782 874 1,908
インドネシア共和国 2,368 803 1,565インドネシア共和国 2,368 803 1,565
ペルー共和国 2,016 23 1,993ペルー共和国 2,016 23 1,993
ネパール連邦民主共和国 2,012 231 1,781
フランス共和国 1,305 405 900
日本 1,296 282 1,014日本 1,296 282 1,014
グレートブリテン及び北アイルランド連合王国（英国） 1,086 352 734グレートブリテン及び北アイルランド連合王国（英国） 1,086 352 734
マレーシア 999 571 428マレーシア 999 571 428
インド 992 136 856インド 992 136 856
ミャンマー連邦共和国 961 275 686
オーストラリア 735 227 508
モンゴル国 709 320 389モンゴル国 709 320 389
ドイツ連邦共和国 701 399 302ドイツ連邦共和国 701 399 302
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在留目的別日本語学習者数

※文化庁調べ※文化庁調べ

※平成23年11月1日現在

全 体

日本語学習者の属性 大学等機関 一般の施設・団体日本語学習者の属性 大学等機関 一般の施設・団体

うち法務省告示機関うち法務省告示機関

3,557 15 3,542 71（１）中国帰国者及びその家族 3,557 15 3,542 71

（２）難民及びその家族 328 3 325 7（２）難民及びその家族 328 3 325 7

（３）日系人及びその家族 3,564 40 3,524 91

（４）留学生 75,218 39,135 36,083 33,211（４）留学生 75,218 39,135 36,083 33,211

（５）研修生、技能実習生 4,731 38 4,693 1394,731 38 4,693 139

3,820 7 3,813 270（６）ビジネス関係者 3,820 7 3,813 270

（７）日本人配偶者及びその家族 7,857 119 7,738 817（７）日本人配偶者及びその家族 7,857 119 7,738 817

（８）その他 8,737 837 7,900 1,598

（９）不明 20,349 605 19,744 542（９）不明 20,349 605 19,744 542

合 計 128,161 40,799 87,362 36,746合 計 128,161 40,799 87,362 36,746
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地域における日本語教育の推進体制の整備について地域における日本語教育の推進体制の整備について

「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」の意見を踏まえた文部「定住外国人の子どもの教育等に関する政策懇談会」の意見を踏まえた文部
科学省の政策のポイント科学省の政策のポイント

【平成22年5月19日 文部科学省】

Ⅳ 学校外における学習支援Ⅳ 学校外における学習支援

［ポイント］子どもだけでなく，大人に対する日本語学習についても充実を図る。［ポイント］子どもだけでなく，大人に対する日本語学習についても充実を図る。

○子どもだけでなく，定住外国人の大人に対する日本語指導についても，日本語能力○子どもだけでなく，定住外国人の大人に対する日本語指導についても，日本語能力

評価基準，標準的なカリキュラム及び教材を作成するとともに，大学や日本語学校

等と連携し，これらの周知・活用等により日本語学習の充実を図る。

Ⅶ 更に検討を要する課題Ⅶ 更に検討を要する課題

［ポイント］以下の課題には，関係府省庁，自治体等の関係機関が連携して総合的に取［ポイント］以下の課題には，関係府省庁，自治体等の関係機関が連携して総合的に取

り組むべく，今後，検討を行う必要がある。り組むべく，今後，検討を行う必要がある。

○日本語教育の総合的推進○日本語教育の総合的推進

・地域における日本語教育の推進体制の充実・地域における日本語教育の推進体制の充実

・日本語教員等の養成・研修の在り方・日本語教員等の養成・研修の在り方

・日本語学校をはじめとする日本語教育機関の充実・日本語学校をはじめとする日本語教育機関の充実

・日本語教育に関する各種情報の共有化（優良事例の収集等）・日本語教育に関する各種情報の共有化（優良事例の収集等）

・外国人研修生，技能実習生等に対する日本語教育の充実（日本語学校等の活用）・外国人研修生，技能実習生等に対する日本語教育の充実（日本語学校等の活用）

・国際交流基金と我が国の大学等との連携・協力を通じた海外での日本語教育の推進・国際交流基金と我が国の大学等との連携・協力を通じた海外での日本語教育の推進
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地域における日本語教育の推進体制の整備について地域における日本語教育の推進体制の整備について

今後の日本語教育施策の推進について―日本語教育の新たな展開を目指して―今後の日本語教育施策の推進について―日本語教育の新たな展開を目指して―

【平成11年3月19日 今後の日本語教育施策の推進に関する調査研究協力者会議】【平成11年3月19日 今後の日本語教育施策の推進に関する調査研究協力者会議】

Ⅱ 日本語教育の課題と今後の方向Ⅱ 日本語教育の課題と今後の方向
１ 日本語教育推進体制について１ 日本語教育推進体制について
（２）今後における日本語教育推進のための体制の在り方

イ 連携・協力を軸とする推進体制の構築
（ウ）地域の日本語教育推進のための連携・協力（ウ）地域の日本語教育推進のための連携・協力

地域において居住する日系南米人や外国人配偶者など，日本語を母語としない者に対する日本語地域において居住する日系南米人や外国人配偶者など，日本語を母語としない者に対する日本語
教育については，現在，各機関等と地方自治体，及び地方自治体間においての連携・協力体制は一教育については，現在，各機関等と地方自治体，及び地方自治体間においての連携・協力体制は一
般にはとられていない。しかし，今後，このような地域の日本語教育を充実していくためには，自
治体内部の体制整備が望まれるとともに，これらの機関や自治体間においても連絡協議の場を設け，治体内部の体制整備が望まれるとともに，これらの機関や自治体間においても連絡協議の場を設け，
定期的な情報交換を行うとともに，相互に協力していく体制を設けることが重要である。定期的な情報交換を行うとともに，相互に協力していく体制を設けることが重要である。

また，地域の日本語教育においては，国際交流関係団体やボランティア関係団体がその実施主体また，地域の日本語教育においては，国際交流関係団体やボランティア関係団体がその実施主体
として大きな役割を果たしているが，これらの団体と地方自治体の間において連携・協力の体制をとして大きな役割を果たしているが，これらの団体と地方自治体の間において連携・協力の体制を
築いていく努力も必要である。

７ 地域における日本語教育について７ 地域における日本語教育について
（２）地域における日本語教育の推進（２）地域における日本語教育の推進
今後，地方自治体が，地域住民である日本語を母語としない者に対する日本語学習支援において，

より重要な役割を担っていくことが期待されており，そのため必要な体制づくりを図っていくこと
が大切である。また，この地方自治体の取組に対し，日本語教育関係機関・団体や日本語教育の関が大切である。また，この地方自治体の取組に対し，日本語教育関係機関・団体や日本語教育の関
係者が積極的に連携・協力していくことが望まれる。係者が積極的に連携・協力していくことが望まれる。

地方自治体が行う日本語学習への支援方策としては，直接，住民である外国人等を対象とした日地方自治体が行う日本語学習への支援方策としては，直接，住民である外国人等を対象とした日
本語講座を主催事業として運営することのみならず，ボランティア団体や国際交流関係団体等が地
域において行う日本語教育事業に対して支援を行っていくことが考えられる。すなわち，（１）の
現状において見たとおり，現在，ボランティアとして外国人等の日本語学習の支援に当たっている現状において見たとおり，現在，ボランティアとして外国人等の日本語学習の支援に当たっている
団体や国際交流事業の一環として日本語教育に取り組んでいる団体が徐々にではあるが増えており，団体や国際交流事業の一環として日本語教育に取り組んでいる団体が徐々にではあるが増えており，
これら関係団体の間でネットワークを構築しようとする動きも盛んになっている。地域におけるここれら関係団体の間でネットワークを構築しようとする動きも盛んになっている。地域におけるこ
のような関係団体の自発的な活動を更に促すよう，地方自治体が今後より一層の支援を行っていくのような関係団体の自発的な活動を更に促すよう，地方自治体が今後より一層の支援を行っていく
ことが期待される。

また，国においては，地域における日本語教育のモデル事業の実施や，地方自治体において実施また，国においては，地域における日本語教育のモデル事業の実施や，地方自治体において実施
困難な標準的な教材の作成など，その条件整備を図っていくことが望まれる。困難な標準的な教材の作成など，その条件整備を図っていくことが望まれる。

地域の日本語においては，日本語学習者に直接に接し，学習の支援に当たるボランティアが果た
す役割は極めて大きいものがある。このような熱意のあるボランティアの学習支援者がいかに継続す役割は極めて大きいものがある。このような熱意のあるボランティアの学習支援者がいかに継続
的に活動していくかが，事業の成否に関わる場合が多いと言えよう。一方，全国各地域に分散する的に活動していくかが，事業の成否に関わる場合が多いと言えよう。一方，全国各地域に分散する
このようなボランティアの日本語学習支援者の中には，活動を始めるに当たって，また活動していこのようなボランティアの日本語学習支援者の中には，活動を始めるに当たって，また活動してい
く中で専門的な知識を身に付けたいと希望する者も見られるが，現状においては，そのための学習
機会が十分にあるとは言えない。このため，日本語教育機関や地方自治体において，ボランティア
の日本語学習支援者の資質の向上に資するよう，日本語教授法等の基礎的な知識や技能を身に付けの日本語学習支援者の資質の向上に資するよう，日本語教授法等の基礎的な知識や技能を身に付け
る研修事業を積極的に行っていくことが望まれる。また，日本全国で視聴できる放送大学においてる研修事業を積極的に行っていくことが望まれる。また，日本全国で視聴できる放送大学において
開設されている日本語教育に関する関係科目の講義を積極的に活用していくことも期待される。さ開設されている日本語教育に関する関係科目の講義を積極的に活用していくことも期待される。さ
らに，国立国語研究所日本語教育センターにおいても，新たに日本語学習支援者を対象とした通信
制等の研修プログラムを開設するよう，検討を行っていく必要がある。
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国語分科会日本語教育小委員会における審議について国語分科会日本語教育小委員会における審議について
―日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討――日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容等の検討―

【平成21年1月27日 文化審議会国語分科会】

（※以下，日本語教育の内容に関する部分を抜粋）（※以下，日本語教育の内容に関する部分を抜粋）

１ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的・目標

「生活者としての外国人」に対する日本語教育によって達成すべき具体的な「目標」を検討するに「生活者としての外国人」に対する日本語教育によって達成すべき具体的な「目標」を検討するに
当たって，その到達点としての抽象的な上位概念である「目的」を併せて検討した。その際，「生活当たって，その到達点としての抽象的な上位概念である「目的」を併せて検討した。その際，「生活
者としての外国人」に対する日本語教育の目的・目標は，生活から独立した言語体系の理解にあるの
ではなく，生活場面と密着したコミュニケーション活動を可能とする能力を獲得することにあるとい
うことを基本的な考え方とした。うことを基本的な考え方とした。

このことを前提として，次に掲げるのが，日本語教育の目的・目標である。すなわち，言語・文化このことを前提として，次に掲げるのが，日本語教育の目的・目標である。すなわち，言語・文化
の相互尊重を前提としながら，日本語が主たるコミュニケーション手段となっている我が国において，の相互尊重を前提としながら，日本語が主たるコミュニケーション手段となっている我が国において，
外国人が日本語で意思疎通を図り生活できるようになることを日本語教育の目的とし，以下の四つを
日本語教育の目標とする。日本語教育の目標とする。

○ 日本語を使って，健康かつ安全に生活を送ることができるようにすること。○ 日本語を使って，健康かつ安全に生活を送ることができるようにすること。
○ 日本語を使って，自立した生活を送ることができるようにすること。
○ 日本語を使って，相互理解を図り，社会の一員として生活を送ることができるようにするこ

と。と。
○ 日本語を使って，文化的な生活を送ることができるようにすること。○ 日本語を使って，文化的な生活を送ることができるようにすること。

（２）「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容についての考え方

「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容は，外国人が日本語で意思疎通を図「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容は，外国人が日本語で意思疎通を図
りながら行う様々な「生活上の行為」に及ぶことが不可欠である。その「生活上の行為」は，日常生りながら行う様々な「生活上の行為」に及ぶことが不可欠である。その「生活上の行為」は，日常生
活の様々な領域にわたって多様な姿や広がりを持つものである。

「生活者としての外国人」に対する日本語教育においては，こうした広範多岐にわたる「生活上の
行為」を，「Ⅱ」の「１ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的・目標」で述べた四つ行為」を，「Ⅱ」の「１ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の目的・目標」で述べた四つ
の「日本語教育の目標」を踏まえて，「日本語教育の標準的な内容」とすることが必要である。の「日本語教育の目標」を踏まえて，「日本語教育の標準的な内容」とすることが必要である。

そこで，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容の大枠として，「大分類・中分類・そこで，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の内容の大枠として，「大分類・中分類・
小分類」と，具体的な「事例」からなる一覧表を「別紙」の表のとおり作成した。
「大分類・中分類・小分類」とは，「生活者としての外国人」が日本語能力を求められると思われる「大分類・中分類・小分類」とは，「生活者としての外国人」が日本語能力を求められると思われる
「生活上の行為」を階層化し，まとめたものであり，「生活者としての外国人」に対する日本語教育「生活上の行為」を階層化し，まとめたものであり，「生活者としての外国人」に対する日本語教育
において取り扱うべき内容の大枠である。以下はその「大分類」である。において取り扱うべき内容の大枠である。以下はその「大分類」である。

○ 「健康・安全に暮らす」
○ 「住居を確保・維持する」○ 「住居を確保・維持する」
○ 「消費活動を行う」○ 「消費活動を行う」
○ 「目的地に移動する」
○ 「子育て・教育を行う」
○ 「働く」○ 「働く」
○ 「人とかかわる」○ 「人とかかわる」
○ 「社会の一員となる」○ 「社会の一員となる」
○ 「自身を豊かにする」
○ 「情報を収集・発信する」○ 「情報を収集・発信する」
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平成21年1月 【報告書】「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対す平成21年1月 【報告書】「日本語教育の充実に向けた体制整備と「生活者としての外国人」に対す
る日本語教育の内容等の検討」る日本語教育の内容等の検討」

① 体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担① 体制整備⇒国・都道府県・市町村の役割分担
② 各機関の連携協力の在り方② 各機関の連携協力の在り方
③ コーディネート機関・人材の必要性③ コーディネート機関・人材の必要性
④ 日本語教育の内容の大枠の提示④ 日本語教育の内容の大枠の提示
※④に基づき，「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法について検討。

＜「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法の検討＞＜「生活者としての外国人」に対する日本語教育の標準的な内容・方法の検討＞

・各地で工夫を加えるための基を開発。画一的な「内容とノウハウ」の提示ではなく，「外国人が
地域で生活できるようになり，社会参加できる」ようになるために必要な日本語教育の考え方，地域で生活できるようになり，社会参加できる」ようになるために必要な日本語教育の考え方，
各地での工夫・応用の仕方を以下の具体物を通して提示。各地での工夫・応用の仕方を以下の具体物を通して提示。

H24年度中H24年度中

「生活者として「生活者としての「生活者として 「生活者とし「生活者として
の外国人」に対
する日本語教

外国人」に対する
日本語教育の教

の外国人」に対
する日本語教

ての外国人」
に対する日

の外国人」に対
する日本語教
育における日

日本語教育の教
材例集

する日本語教
育の標準的な

に対する日
本語教育の

する日本語教
育の標準的な 育における日

本語能力評価
材例集育の標準的な

カリキュラム案
本語教育の
指導力評価

育の標準的な
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について 活用
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・日本語教育の

・生活の基盤形成・
社会参加につなげ

について 活用
のためのガイド

についての
検討

について
・日本語教育の
実践と関連付け

社会参加につなげ
る日本語教育の教

のためのガイド
ブック

検討
・「知る」ではなく

た評価の在り方
について提案。

材を例示。
・各地域で工夫を

ブック

・地域の実情把
・人材育成や
日本語教育プ

・「知る」ではなく
「できるようにな
る」ことが期待さ について提案。

日本語能力の把

・各地域で工夫を
加え，外国人の地

・地域の実情把
握からプログラ

日本語教育プ
ログラム改善

る」ことが期待さ
れる生活上の行 日本語能力の把

握を行う方法と

加え，外国人の地
域社会への参加に

握からプログラ
ム開発・実践まで，

ログラム改善
のための指導

れる生活上の行
為を提示。 握を行う方法と

学習履歴・能力

域社会への参加に
つなげるためのアカリキュラム案を

活用し，地域の

のための指導
力評価の在り

為を提示。
・各地域が地域

を記録するファイ
ルを提案したも

イデアを指導ノート
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活用し，地域の
日本語教育の展

力評価の在り
方について検

・各地域が地域
の実情に合わせ
て，独自のプロ ルを提案したも
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開する上で必要

討中。て，独自のプロ
グラムを作るた の。開する上で必要

な手順を提示。
グラムを作るた
めの素材集。めの素材集。

各地域において，上記成果物を参考にしながらも，各地域の実情に応じた日本語教育を展開し，各地域において，上記成果物を参考にしながらも，各地域の実情に応じた日本語教育を展開し，
日本語教育を通じて，外国人が地域社会とつながり，外国人の社会参加（エンパワメント）・多文日本語教育を通じて，外国人が地域社会とつながり，外国人の社会参加（エンパワメント）・多文
化共生社会につながることを期待。化共生社会につながることを期待。

地域の実情・外国人のニーズに基づき，社会参加のための場づくりとしての日本語教育
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日本語能力試験の受験者数・合格者数

●国内

（人）

●国内

132,782140,000

（人）

146,783
132,782

120,370

140,000
受験者数

109,247

120,370
120,000 合格者数

93,821100,000

72,88080,000

100,000

58,956 61,457

72,880

57,287 59,598

80,000

58,956 61,457

50,812
57,287 59,598

47,75460,000

33,351
36,867 37,218

47,754

40,000 33,351 27,91040,000

20,000

00
16 17 18 19 20 21 22 23

※Ｈ２０年度まで年１回，Ｈ２１年度より年２回実施。※Ｈ２０年度まで年１回，Ｈ２１年度より年２回実施。
※出典：（公財）日本国際教育支援協会

●海外●海外

※Ｈ２０年度まで年１回，Ｈ２１年度より年２回実施。※Ｈ２０年度まで年１回，Ｈ２１年度より年２回実施。
※出典：（独）国際交流基金

※日本語能力試験
・ 日本国内及び国外において，日本語を母語としない者を対象として，日本語能力（N１～N5）を５段・ 日本国内及び国外において，日本語を母語としない者を対象として，日本語能力（N１～N5）を５段

階で測定し，認定（平成21年度までは１級～４級の４段階）。国内においては，（公財）日本国際教育階で測定し，認定（平成21年度までは１級～４級の４段階）。国内においては，（公財）日本国際教育
支援協会が，国外においては，（独）国際交流基金が実施。日本語能力試験は，日本の大学への留学の
条件や外国人が就職する際の条件等として活用。条件や外国人が就職する際の条件等として活用。
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国内の日本語教育の概要

※出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」
※平成23年11月1日現在

●日本語教師養成・研修実施機関・施設等数の推移

※平成23年11月1日現在

●日本語教師養成・研修実施機関・施設等数の推移

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

大学 132 144 177 193 200 203 214 215 223 192 197 199大学 132 144 177 193 200 203 214 215 223 192 197 199

短期大学 8 18 22 17 21 12 12 10 13 13 10 8

一般の施
167 211 159 184 169 261 302 316 285 295 345 318

一般の施
設・団体

167 211 159 184 169 261 302 316 285 295 345 318

合 計 307 373 358 394 390 476 528 541 521 500 552 525合 計 307 373 358 394 390 476 528 541 521 500 552 525

●日本語教師養成・研修担当の教師数の推移

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

大学 1,494 2,000 2,202 2,256 2,904 3,143 3,033 3,116 3,503 2,126 3,248 2,967

短期大学 30 90 80 79 72 43 37 33 57 50 41 37短期大学 30 90 80 79 72 43 37 33 57 50 41 37

一般の施一般の施
設・団体

1,907 2,028 1,636 2,381 2,028 1,637 1,836 2,023 1,950 1,962 2,236 1,749
設・団体

合 計 3,431 4,118 3,918 4,716 5,004 4,823 4,906 5,172 5,510 4,138 5,525 4,753合 計 3,431 4,118 3,918 4,716 5,004 4,823 4,906 5,172 5,510 4,138 5,525 4,753

●日本語教師養成・研修受講者数の推移●日本語教師養成・研修受講者数の推移

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度

大学 14,623 20,623 23,750 23,042 29,878 24,217 22,383 23,124 28,613 22,536 17,680 19,312大学 14,623 20,623 23,750 23,042 29,878 24,217 22,383 23,124 28,613 22,536 17,680 19,312

短期大学 154 301 835 559 895 398 298 367 743 377 549 243

一般の施
9,093 15,935 11,516 13,218 9,956 13,350 14,947 14,709 11,230 10,695 10,977 9,427

設・団体
9,093 15,935 11,516 13,218 9,956 13,350 14,947 14,709 11,230 10,695 10,977 9,427

合 計 23,870 36,859 36,101 36,819 40,729 37,965 37,628 38,200 40,586 33,608 29,206 28,982
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●日本語教育機関・施設等別の日本語教師養成・研修実施機関・施設等数，日本語教師養成・研修●日本語教育機関・施設等別の日本語教師養成・研修実施機関・施設等数，日本語教師養成・研修
担当の教師数，受講者数 ※出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」担当の教師数，受講者数 ※出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」

※平成23年11月1日現在

区分

教師数

受講者数常勤教師 非常勤教師

専任教師 兼任教師 その他

区分 機関・施設等数 受講者数常勤教師 非常勤教師
ボランティア等 合計

専任教師 兼任教師 他機関の常勤職員 その他

国立 39 149 171 92 45 0 457 3,125国立 39 149 171 92 45 0 457 3,125

公立 12 15 48 29 41 0 133 650公立 12 15 48 29 41 0 133 650

私立 148 490 785 534 568 0 2,377 15,537
大学

私立 148 490 785 534 568 0 2,377 15,537

計 199 654 1,004 655 654 0 2,967 19,312計 199 654 1,004 655 654 0 2,967 19,312

国立 0 0 0 0 0 0 0 0国立 0 0 0 0 0 0 0 0

公立 1 2 0 0 1 0 3 147
大
学 短期大学

私立 7 14 14 2 4 0 34 96

学
等
機

短期大学

計 8 16 14 2 5 0 37 243
機
関

国立 0 0 0 0 0 0 0 0

関

公立 0 0 0 0 0 0 0 0
高等専門学校

私立 0 0 0 0 0 0 0 0
高等専門学校

計 0 0 0 0 0 0 0 0

207 670 1,018 657 659 0 3,004 19,555小計 207 670 1,018 657 659 0 3,004 19,555

都道府県 0 0 0 0 0 0 0 0

小計

都道府県 0 0 0 0 0 0 0 0

政令指定都市 5 0 0 16 5 26 47 320政令指定都市 5 0 0 16 5 26 47 320

中核市 4 0 0 0 5 0 5 74中核市 4 0 0 0 5 0 5 74

上記以外 22 0 1 11 30 28 70 497
地方公共団体

上記以外 22 0 1 11 30 28 70 497

うち外国人集住都市 4 0 0 3 3 7 13 1884 0 0 3 3 7 13 188

計 31 0 1 27 40 54 122 891

都道府県 0 0 0 0 0 0 0 0

政令指定都市 6 0 0 0 8 15 23 380

中核市 1 8 0 0 0 17 25 17一
般

教育委員会
上記以外 17 27 10 4 10 48 99 558般

の

教育委員会

うち外国人集住都市 3 27 9 0 7 0 43 110
の
施
設 計 24 35 10 4 18 80 147 955

国際交流協会 106 30 14 143 165 108 460 4,025

設
・

国際交流協会 106 30 14 143 165 108 460 4,025

法務省告示機関 49 91 62 190 187 0 530 1,043

団
体 法務省告示機関 49 91 62 190 187 0 530 1,043

特定非営利活動法人 18 0 1 14 32 34 81 568

体

特定非営利活動法人 18 0 1 14 32 34 81 568

学校法人・準学校法人 1 6 0 4 16 0 26 80学校法人・準学校法人 1 6 0 4 16 0 26 80

株式会社・有限会社 3 2 2 2 11 0 17 73株式会社・有限会社 3 2 2 2 11 0 17 73

社団法人・財団法人 22 15 5 67 53 23 163 682その他 22 15 5 67 53 23 163 682

上記以外の法人 1 0 0 5 0 0 5 24

その他

任意団体 63 5 9 26 28 130 198 1,086

計 108 28 17 118 140 187 490 2,513

小計 318 184 104 482 550 429 1,749 9,427

525 854 1,122 1,139 1,209 429 4,753 28,982合計
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●国・地域別の日本語教師養成・研修受講者数

※出典：文化庁「国内の日本語教育の概要」
※平成23年11月1日現在※平成23年11月1日現在

国・地域名 受講者数
大学等機関（順位） 一般の施設・団体（順位）

日本国 25,280 17,193 （1） 8,087 （1）

大学等機関（順位） 一般の施設・団体（順位）

日本国 25,280 17,193 （1） 8,087 （1）

中華人民共和国 1,787 1,462 （2） 325 （2）中華人民共和国 1,787 1,462 （2） 325 （2）

大韓民国 372 293 （3） 79 （4）大韓民国 372 293 （3） 79 （4）

ブラジル連邦共和国 91 8 （12） 83 （3）ブラジル連邦共和国 91 8 （12） 83 （3）

台湾 90 71 （4） 19 （9）台湾 90 71 （4） 19 （9）

ベトナム社会主義共和国 67 25 （5） 42 （6）

フィリピン共和国 50 6 （14） 44 （5）

インドネシア共和国 44 17 （7） 27 （7）

タイ王国 41 20 （6） 21 （8）

マレーシア 36 17 （7） 19 （9）

アメリカ合衆国 33 15 （9） 18 （12）

ロシア連邦 30 12 （10） 18 （12）

インド 25 6 （14） 19 （9）

ペルー共和国 22 4 （19） 18 （12）ペルー共和国 22 4 （19） 18 （12）

モンゴル国 17 5 （18） 12 （16）モンゴル国 17 5 （18） 12 （16）

オーストラリア 17 1 （34） 16 （15）オーストラリア 17 1 （34） 16 （15）

スリランカ民主社会主義共和国 16 11 （11） 5 （20）スリランカ民主社会主義共和国 16 11 （11） 5 （20）

ドイツ連邦共和国 15 6 （14） 9 （17）ドイツ連邦共和国 15 6 （14） 9 （17）

ネパール連邦民主共和国 10 3 （21） 7 （19）ネパール連邦民主共和国 10 3 （21） 7 （19）

ウクライナ 9 6 （14） 3 （29）
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「国語研究等小委員会」取りまとめ「国語研究等小委員会」取りまとめ

【平成24年2月29日 文化審議会国語分科会国語研究等小委員会】【平成24年2月29日 文化審議会国語分科会国語研究等小委員会】

（今後の検討課題）

○今後，国語研における調査研究成果の更なる政策への活用や社会への普及等を図る○今後，国語研における調査研究成果の更なる政策への活用や社会への普及等を図る

観点からは，研究課題の設定に当たって，学問的な観点に加え，社会的課題の解決

にもつながるよう，研究者及び研究者コミュニティが持つ問題意識も踏まえることにもつながるよう，研究者及び研究者コミュニティが持つ問題意識も踏まえること

が期待される。が期待される。

○また，小委員会においては，今後，日本語教育政策の企画立案・推進に必要な情報○また，小委員会においては，今後，日本語教育政策の企画立案・推進に必要な情報

収集や調査研究の機能を一層強化するため，それらの役割を果たすことを主目的と収集や調査研究の機能を一層強化するため，それらの役割を果たすことを主目的と

する新たな機関を設置することについての意見も出された。する新たな機関を設置することについての意見も出された。

○これらを踏まえると，このたびの国語研の業務等に関する検証とは別に，特に日本○これらを踏まえると，このたびの国語研の業務等に関する検証とは別に，特に日本

語教育に関して，学習者の増加や需要の多様化などを踏まえ，今後の政策の適切な語教育に関して，学習者の増加や需要の多様化などを踏まえ，今後の政策の適切な

企画立案・推進を図る観点から，将来的な政策のビジョンや，課題の解決のために

必要となる調査研究等の在り方について更に検討することが必要と考えられる。こ必要となる調査研究等の在り方について更に検討することが必要と考えられる。こ

のため，文化庁において，これらの事項を検討するための場を設けることが適切でのため，文化庁において，これらの事項を検討するための場を設けることが適切で

ある。



P.50

文化庁における調査研究文化庁における調査研究

【平成２３年度】【平成２３年度】
○諸外国における外国人に対する自国語教育・普及施策に関する調査研究○諸外国における外国人に対する自国語教育・普及施策に関する調査研究
【調査内容】【調査内容】
・ 我が国における定住外国人に対する今後の日本語教育関連施策の立案推進の参考とする・ 我が国における定住外国人に対する今後の日本語教育関連施策の立案推進の参考とする
ため，諸外国における外国人に対する自国語教育・普及施策等について最新の状況を調ため，諸外国における外国人に対する自国語教育・普及施策等について最新の状況を調

査。査。
（実績額：4,253千円，委託先：株式会社ＷＩＰジャパン）（実績額：4,253千円，委託先：株式会社ＷＩＰジャパン）

○日本語教育実態調査○日本語教育実態調査

【調査内容】【調査内容】
・ 日本語教育実施機関・施設等に関する実態を把握するため，これに必要な調査を委託に・ 日本語教育実施機関・施設等に関する実態を把握するため，これに必要な調査を委託に
より実施。より実施。

（実績額：5,603千円，委託先：株式会社ビーコス）

○コンテンツ共有化推進事業○コンテンツ共有化推進事業
【調査内容】【調査内容】

・ 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会でとりまとめた「生活者としての外国人」に・ 文化審議会国語分科会日本語教育小委員会でとりまとめた「生活者としての外国人」に
対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について，データベース化を行い，インター対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について，データベース化を行い，インター
ネットを通じて提供。

（実績額：1,890千円，委託先：株式会社ヨコハマシステムズ）

【平成２２年度】
○生活日本語の指導力の評価に関する調査研究
【調査内容】【調査内容】

・ 「生活者としての外国人」が日本で生活していくために必要な日本語を指導する能力及・ 「生活者としての外国人」が日本で生活していくために必要な日本語を指導する能力及
びその能力の測定・評価方法について調査。びその能力の測定・評価方法について調査。

（実績額：3,327千円，委託先：財団法人日本国際教育支援協会）（実績額：3,327千円，委託先：財団法人日本国際教育支援協会）
（実績額：3,139千円，委託先：公益社団法人国際日本語普及協会）（実績額：3,139千円，委託先：公益社団法人国際日本語普及協会）

（実績額：3,800千円，委託先：社団法人日本語教育学会）

○日本語教育実態調査○日本語教育実態調査
（実績額：3,283千円，委託先：株式会社ＲＪＣリサーチ）（実績額：3,283千円，委託先：株式会社ＲＪＣリサーチ）

【平成２１年度】【平成２１年度】
○「生活者としての外国人」の日本語能力の測定・評価に関する調査研究○「生活者としての外国人」の日本語能力の測定・評価に関する調査研究
【調査内容】【調査内容】

・ 生活者としての外国人に必要な日本語能力を客観的に測定するための評価基準及び評価・ 生活者としての外国人に必要な日本語能力を客観的に測定するための評価基準及び評価
方法についての策定に向け，生活者としての外国人の日本語能力に関して調査。方法についての策定に向け，生活者としての外国人の日本語能力に関して調査。

（実績額：22,869千円，委託先：国立大学法人東京外国語大学）

○日本語教育実態調査○日本語教育実態調査
（実績額：4,358千円，委託先：株式会社教育測定研究所）（実績額：4,358千円，委託先：株式会社教育測定研究所）
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文化庁における調査研究文化庁における調査研究

【平成２０年度】【平成２０年度】
○外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発○外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発
（※「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の一プログラムとして実施）（※「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の一プログラムとして実施）

【調査内容①】【調査内容①】

（１）生活者としての外国人のための日本語教育のカリキュラム開発プロジェクト（１）生活者としての外国人のための日本語教育のカリキュラム開発プロジェクト
（２）コーディネータ・ボランティア養成・研修のためのプログラム開発プロジェクト（２）コーディネータ・ボランティア養成・研修のためのプログラム開発プロジェクト
（３）地域在住外国人の多様な日本語ニーズをカリキュラムに反映させるプロジェクト（３）地域在住外国人の多様な日本語ニーズをカリキュラムに反映させるプロジェクト
（４）地域社会における日本語教育のシステムづくりに関するプロジェクトを実施し，（４）地域社会における日本語教育のシステムづくりに関するプロジェクトを実施し，

調査。調査。
（実績額：7,889千円，委託先：社団法人日本語教育学会）

【調査内容②】【調査内容②】

（１）学習者が生活に密着した学習項目を主体的に学べるカリキュラム（１）学習者が生活に密着した学習項目を主体的に学べるカリキュラム
（２）『リソース型生活日本語』の行動目標の達成に必要な能力の分析とポートフォリ（２）『リソース型生活日本語』の行動目標の達成に必要な能力の分析とポートフォリ

オ評価を導入したカリキュラムの研究開発オ評価を導入したカリキュラムの研究開発
（３）地域の日本語教室との連携による教室活動案の研究開発を実施。（３）地域の日本語教室との連携による教室活動案の研究開発を実施。

（実績額：3,906千円，委託先：社団法人国際日本語普及協会）（実績額：3,906千円，委託先：社団法人国際日本語普及協会）

【調査内容③】

・ 量産型企業における現状を把握し，製造業に従事する外国人労働者のための日本語・ 量産型企業における現状を把握し，製造業に従事する外国人労働者のための日本語
教育カリキュラムを開発。特に受注型企業における日本語教育支援の実践例を基に，教育カリキュラムを開発。特に受注型企業における日本語教育支援の実践例を基に，
汎用的なカリキュラムのあり方を協議し，ボランティア（地域）と企業担当者（企汎用的なカリキュラムのあり方を協議し，ボランティア（地域）と企業担当者（企
業）の連携による教室の実践が行えるカリキュラムを開発。業）の連携による教室の実践が行えるカリキュラムを開発。

（実績額：5,611千円，委託先：財団法人浜松国際交流協会）（実績額：5,611千円，委託先：財団法人浜松国際交流協会）
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文化庁における調査研究文化庁における調査研究

【平成 年度】【平成 年度】
○外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発
（※「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の一プログラム）（※「生活者としての外国人」のための日本語教育事業の一プログラム）

【調査内容①】

・ 「生活するためにこれだけは必要」である日本語能力を養うことを目的に，「聞く」「読・ 「生活するためにこれだけは必要」である日本語能力を養うことを目的に，「聞く」「読
む」を中心に，かつ言語機能と生活スキーマからなる場面（生活，学校，災害の三本柱）をむ」を中心に，かつ言語機能と生活スキーマからなる場面（生活，学校，災害の三本柱）を
重視したカリキュラムやプログラムを企画，実践し，検証。重視したカリキュラムやプログラムを企画，実践し，検証。
（実績額：4,389千円，委託先：群馬県外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発に関する運営委員会）（実績額：4,389千円，委託先：群馬県外国人に対する実践的な日本語教育の研究開発に関する運営委員会）

【調査内容②】【調査内容②】

・ 成人学習者を対象に，日本語能力試験３級水準の日本語を日常生活で十分運用できる能力・ 成人学習者を対象に，日本語能力試験３級水準の日本語を日常生活で十分運用できる能力
を身に付けさせる各回完結型の対話型カリキュラム及び絵教材等を含んだ活用例集（学習者を身に付けさせる各回完結型の対話型カリキュラム及び絵教材等を含んだ活用例集（学習者
が 協働して学び合い，地域の特性に応じて運用できるもの）を開発。が 協働して学び合い，地域の特性に応じて運用できるもの）を開発。

（実績額：3,105千円，委託先：学校法人吉岡教育学園千駄ヶ谷日本語学校豊島日本語学院）

【調査内容③】【調査内容③】

・ 在住外国人のための日本語教育体制の整備を目的としたプロジェクト兼調査（生活実態調・ 在住外国人のための日本語教育体制の整備を目的としたプロジェクト兼調査（生活実態調
査，教材開発，日本語ボランティア養成研修，地域日本語教育システムづくり）を実施。査，教材開発，日本語ボランティア養成研修，地域日本語教育システムづくり）を実施。

（実績額：7,526千円，委託先：社団法人日本語教育学会）

【調査内容④】【調査内容④】

・ 外国人の生活スタイル，文化，言語環境，文学への抵抗感等を踏まえたカリキュラムを作・ 外国人の生活スタイル，文化，言語環境，文学への抵抗感等を踏まえたカリキュラムを作
成。成。

（実績額：4,184千円，委託先：社会福祉法人駒ヶ根市社会福祉協議会）

【調査内容⑤】【調査内容⑤】

・ 外国人集住地域におけるある企業を対象に，環境調査（会社事情・作業工程・勤務状況・
作業安全教育や研修マニュアル等の資料及び外国人従業員の生活圏・社会生活状況等），意
識調査（職場内外のコミュニケーション場面・労働観・会社観・生活観等），学習調査（労
働研修，日本語学習等），言語調査（観察・面接による日本語使用等）を行い，標準的カリ働研修，日本語学習等），言語調査（観察・面接による日本語使用等）を行い，標準的カリ
キュラムを作成。（※また，地域地元自治会の集会や報告会の開催，既存のボランティア研キュラムを作成。（※また，地域地元自治会の集会や報告会の開催，既存のボランティア研
修等を通じ，地域日本語教育関係者をはじめ企業関係者や地域住民に成果の普及を図る。修等を通じ，地域日本語教育関係者をはじめ企業関係者や地域住民に成果の普及を図る。

（実績額：7,989千円，委託先：財団法人浜松国際交流協会）（実績額：7,989千円，委託先：財団法人浜松国際交流協会）

【調査内容⑥】【調査内容⑥】

・ 日常生活を円滑に運ぶための学習を目的とした場面シラバスによるカリキュラムを開発・ 日常生活を円滑に運ぶための学習を目的とした場面シラバスによるカリキュラムを開発
（※語彙の選択，自立学習のアイデアを含む）。（※語彙の選択，自立学習のアイデアを含む）。

（実績額：3,321千円，委託先：神戸ＹＷＣＡ学院専門学校）（実績額：3,321千円，委託先：神戸ＹＷＣＡ学院専門学校）

【調査内容⑦】【調査内容⑦】

・ 生活者としての外国人のためのモジュール型カリキュラム，学習ツールとしての日本語・ 生活者としての外国人のためのモジュール型カリキュラム，学習ツールとしての日本語
ポートフォリオを開発し，それぞれ日本語版，ポルトガル語版で作成。ポートフォリオを開発し，それぞれ日本語版，ポルトガル語版で作成。

（実績額：6,461千円，委託先：コミュニカ学院）（実績額：6,461千円，委託先：コミュニカ学院）
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日本語教育を推進するにあたっての連携・協力体制の整備について日本語教育を推進するにあたっての連携・協力体制の整備について

日本語教育関係府省連絡会議について

１．趣旨

日本語教育については，関係府省が外国人政策の観点からそれぞれの目的に応じて関連す日本語教育については，関係府省が外国人政策の観点からそれぞれの目的に応じて関連す
る施策を推進しているが，今後，日本語教育を総合的に推進していく体制を整備するため，る施策を推進しているが，今後，日本語教育を総合的に推進していく体制を整備するため，
関係府省における日本語教育に関する取組についての現状を把握し，課題を整理するための関係府省における日本語教育に関する取組についての現状を把握し，課題を整理するための
情報交換の場として，関係府省の実務者から成る「日本語教育関係府省連絡会議」を開催す情報交換の場として，関係府省の実務者から成る「日本語教育関係府省連絡会議」を開催す
る。る。

２．検討事項

関係府省における日本語教育に関する取組についての現状把握及び課題整理のための情報
交換。交換。

３．参加府省３．参加府省

内閣府，総務省，法務省，外務省，文部科学省，厚生労働省，経済産業省内閣府，総務省，法務省，外務省，文部科学省，厚生労働省，経済産業省

４．開催実績４．開催実績

○第１回会議○第１回会議
日時：平成２２年７月２７日（火）１０：００～
場所：文化庁特別会議室
（主な議題）（主な議題）

①外国人に対する日本語教育の総合的推進について①外国人に対する日本語教育の総合的推進について
②各府省における日本語教育関連施策について②各府省における日本語教育関連施策について

○第２回会議○第２回会議
日時：平成２２年９月２９日（水）１４：００～１６：００日時：平成２２年９月２９日（水）１４：００～１６：００
場所：文化庁特別会議室
（主な議題）

①各府省における平成２３年度概算要求等について①各府省における平成２３年度概算要求等について
②日本語教育推進会議について②日本語教育推進会議について

○第３回会議○第３回会議
日時：平成２３年１１月２１日（月）１６：００～１７：３０日時：平成２３年１１月２１日（月）１６：００～１７：３０
場所：文部科学省東館１３階 １３Ｆ２会議室場所：文部科学省東館１３階 １３Ｆ２会議室
（主な議題）

①各府省における平成２４年度概算要求について
②日本語教育に関する課題や連携方策について
③日本語教育推進会議の議題・開催方法等について③日本語教育推進会議の議題・開催方法等について
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日本語教育を推進するにあたっての連携・協力体制の整備について日本語教育を推進するにあたっての連携・協力体制の整備について

日本語教育推進会議について日本語教育推進会議について

１．趣旨１．趣旨
日本語教育関係機関・団体及び関係府省が，それぞれの目的に応じ実施している日本語教日本語教育関係機関・団体及び関係府省が，それぞれの目的に応じ実施している日本語教

育に関する取組について情報交換を行い，現状を把握し，課題を整理し，日本語教育施策や
関係機関・団体等の今後の取組の参考に供するため，日本語教育推進会議を開催する。関係機関・団体等の今後の取組の参考に供するため，日本語教育推進会議を開催する。

２．検討事項２．検討事項
次ページの６つの分野ごとに関係機関・団体の取組の現状を把握し，課題を整理する。次ページの６つの分野ごとに関係機関・団体の取組の現状を把握し，課題を整理する。

３．参加機関等３．参加機関等
参加を求める関係機関・団体及び関係府省は次ページのとおりとする。参加を求める関係機関・団体及び関係府省は次ページのとおりとする。

４．開催実績４．開催実績
○第１回会議

日時：平成２４年１月２３日（月）１４：００～日時：平成２４年１月２３日（月）１４：００～
場所：三田共用会議所場所：三田共用会議所
（主な議題）（主な議題）

①関係府省における平成２４年度予算案等について①関係府省における平成２４年度予算案等について
②日本語教育関係機関・団体における取組の現状と課題について

（※①生活のための日本語教育及び⑤地方自治体の日本語教育支援の２つの分野（※①生活のための日本語教育及び⑤地方自治体の日本語教育支援の２つの分野
の機関・団体からの発表）の機関・団体からの発表）

○第２回会議
日時：平成２４年３月１２日（月）１５：００～
場所：国立オリンピック記念青少年総合センター場所：国立オリンピック記念青少年総合センター
（主な議題）（主な議題）

①日本語教育機関・団体における取組の現状と課題について①日本語教育機関・団体における取組の現状と課題について
（各分野から12機関・団体の発表）

○第３回会議○第３回会議
日時：平成２４年９月２１日（金）１４：００～日時：平成２４年９月２１日（金）１４：００～
場所：文部科学省第二講堂場所：文部科学省第二講堂
（主な議題）

①各府省の取組状況について①各府省の取組状況について
②日本語教育機関・団体における取組状況について②日本語教育機関・団体における取組状況について

（※②就学のための日本語教育，④海外における日本語教育の２つの分野の機関・（※②就学のための日本語教育，④海外における日本語教育の２つの分野の機関・
団体からの報告）団体からの報告）

５．今後のスケジュール５．今後のスケジュール
・ 第４回目以降の会議は，必要に応じ，適宜，開催し，日本語教育に関する取組につい・ 第４回目以降の会議は，必要に応じ，適宜，開催し，日本語教育に関する取組につい

て情報交換・共有を行う。て情報交換・共有を行う。
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日本語教育推進会議の参加機関・団体及び関係府省
（１）日本語教育関係機関・団体

分野 機関・団体分野 機関・団体

①生活のための日本語教育 公益社団法人国際日本語普及協会
公益財団法人中国残留孤児援護基金
財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部

②就学のための日本語教育 一般社団法人全国日本語教師養成協議会
公益財団法人日本国際教育支援協会公益財団法人日本国際教育支援協会
国立大学日本語教育研究協議会国立大学日本語教育研究協議会
財団法人日本語教育振興協会財団法人日本語教育振興協会
全国各種学校日本語学校協議会全国各種学校日本語学校協議会
全国専門学校日語教育協会全国専門学校日語教育協会
大学日本語教員養成課程研究協議会大学日本語教員養成課程研究協議会
独立行政法人日本学生支援機構
日本私立大学団体連合会（日本語教育連絡協議会）
一般社団法人全国日本語学校連合会一般社団法人全国日本語学校連合会

③就労等のための日本語教育 財団法人海外技術者研修協会③就労等のための日本語教育 財団法人海外技術者研修協会
財団法人国際研修協力機構
財団法人日本国際協力センター

④海外における日本語教育 公益財団法人国際文化フォーラム④海外における日本語教育 公益財団法人国際文化フォーラム
独立行政法人国際協力機構独立行政法人国際協力機構
独立行政法人国際交流基金独立行政法人国際交流基金

⑤地方自治体の日本語教育支援 外国人集住都市会議⑤地方自治体の日本語教育支援 外国人集住都市会議
多文化共生推進協議会多文化共生推進協議会

⑥日本語教育に関する調査研究 社団法人日本語教育学会⑥日本語教育に関する調査研究 社団法人日本語教育学会
大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所大学共同利用機関法人人間文化研究機構国立国語研究所
国立大学法人筑波大学国立大学法人筑波大学
国立大学法人東京外国語大学
国立大学法人名古屋大学
国立大学法人広島大学
学校法人早稲田大学学校法人早稲田大学

（２）関係府省
内閣官房，内閣府，総務省，法務省，外務省，文部科学省，厚生労働省，経済産業省



P.56

海外日本語学習者数の推移海外日本語学習者数の推移

※出典（独）国際交流基金「海外日本語教育機関調査」

※出典（独）国際交流基金「海外日本語教育機関調査」



P.57

日本語能力試験受験者数，合格者数の推移

※Ｈ２０年度まで年１回，
Ｈ２１年度より年２回実施。

※出典：（独）国際交流基金※出典：（独）国際交流基金

海外における日本語学習の目的海外における日本語学習の目的

※出典:（独）国際交流基金「海外日本語教育機関調査」※出典:（独）国際交流基金「海外日本語教育機関調査」




